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条 例

川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第２号

川崎市附属機関設置条例の一部を改正する

条例

川崎市附属機関設置条例（平成27年川崎市条例第１

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中

「

川崎市政策

評価審査委

員会

総合的な計画にお

ける重要な政策等

の評価に関して調

査審議すること。

９人

以内

⑴�　学識経

験者

⑵　市民

３年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

川 崎 市 市

制100周 年

記 念 表 彰

選 考 委 員

会

市の発展に関し特

に顕著な功績があ

るもの及び市の発

展に関し顕著な功

績があり、かつ、

今後の更なる活躍

が期待されるもの

の選考に関して調

査審議すること。

12人

以内

⑴�　関係団

体の役職

員

⑵�　市議会

議員

⑶�　市職員

委 嘱 さ

れ、 又

は 任 命

さ れ た

日 か ら

賞 の 贈

呈 が 終

了 す る

日まで

川崎市政策

評価審査委

員会

総合的な計画にお

ける重要な政策等

の評価に関して調

査審議すること。

９人

以内

⑴　学識経

験者

⑵　市民

３年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第３号

川崎市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する条例の一

部を改正する条例

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する条例（平成27年川崎市条例第67

号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務

の」を「特定個人番号利用事務（法第19条第８号に規定

する特定個人番号利用事務をいう。以下同じ。）の」に、

「法別表第２の第２欄に掲げる事務と」を「特定個人番号

利用事務と」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２

欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表

の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報

（法第19条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。

以下同じ。）」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を

「利用特定個人情報」に改める。

附　則

この条例は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律（令和５年法律第48号）の施行の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第４号

川崎市職員定数条例の一部を改正する条例

川崎市職員定数条例（昭和26年川崎市条例第30号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１号中「7,365人」を「7,415人」に改め、同条

第５号ア中「464人」を「472人」に改め、同号イ中「7,367

人」を「7,565人」に改め、同条第８号中「1,436人」を

「1,447人」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第５号

川崎市手数料条例の一部を改正する条例

川崎市手数料条例（昭和25年川崎市条例第６号）の一

部を次のように改正する。

第２条第197号中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律」に改め、同条第246号の次に次の２号

を加える。

（2�46）の２　建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第137条の12第６項の規定に基づく大規模の修繕

又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査

� １件につき　27,000円

（2�46）の３　建築基準法施行令第137条の12第７項の規
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定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定

の申請に対する審査　

� １件につき　27,000円

第２条第247号中「（昭和25年政令第338号）」を削り、

同条第268号ア（イ）中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市コミュニティセンター条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第６号

川崎市コミュニティセンター条例

（目的及び設置）

第�１条　児童の健全な育成及び高齢者の心身の健康増進

を図るとともに、地域における市民の交流の場を提供

し、もって共に支え合う地域づくりに寄与するため、

川崎市コミュニティセンター（以下「センター」とい

う。）を設置する。

（名称及び位置）

第�２条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

川崎市

大師コミュニティセンター

川崎市川崎区東門前２丁目

１番１号

川崎市

田島コミュニティセンター

川崎市川崎区鋼管通２丁目

３番７号

（事業）

第�３条　センターは、第１条の目的を達成するため、次

の事業を行う。

　⑴�　市民が気軽に立ち寄り、活動の拠点とすることが

できる場の提供に関すること。

　⑵�　児童の遊びの指導に関すること。

　⑶�　高齢者の教養の向上及びレクリエーションの実施

に関すること。

　⑷�　川崎区役所大師支所及び川崎区役所田島支所との

連携に関すること。

　⑸�　施設又は設備（以下「施設等」という。）を利用に

供すること。

　⑹�　その他設置目的を達成するために必要な事業に関

すること。

（指定管理者）

第�４条　市長は、法人その他の団体であって次の要件を

満たすものとしてその指定するもの（以下「指定管理

者」という。）にセンターの管理を行わせる。

　⑴�　センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利

用が確保できること。

　⑵�　事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に

発揮するとともに管理経費の縮減が図られるもので

あること。

　⑶�　事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定

して行う能力を有すること。

２�　前項の指定を受けようとするものは、事業計画書そ

の他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければ

ならない。

３�　市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示

する。

（指定管理者が行う管理の基準）

第�５条　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則

の規定に従い、センターの管理を行わなければならな

い。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第�６条　指定管理者は、施設の利用許可に関する業務そ

の他のセンターの管理のために必要な業務を行わなけ

ればならない。

（利用時間及び休館日）

第�７条　センターの利用時間及び休館日は、次のとおり

とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると

認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、

若しくは休館することができる。

利用時間 午前９時から午後９時まで

休館日 12月29日から翌年の１月３日までの日

（利用許可）

第�８条　センターの施設（規則で定めるものに限る。）の

全部又は一部を独占して利用しようとする者は、規則

で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。

２�　指定管理者は、前項の許可をする場合においては、

同項の許可を受ける者以外の者の利用に支障のないよ

う配慮しなければならない。

（使用料）

第�９条　センターの使用料は、無料とする。

（利用許可の制限）

第�10条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する

と認める場合は、第８条第１項の許可をしない。

　⑴�　施設等を毀損するおそれのあるとき。

　⑵�　管理上支障があるとき。

　⑶�　その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

（利用許可の取消し等）

第�11条　指定管理者は、第８条第１項の許可を受けた者

（以下「利用者」という。）が次の各号のいずれかに該当

すると認める場合は、その許可を取り消し、又は施設

の利用を制限し、若しくは停止することができる。

　⑴�　利用の目的に反したとき。

　⑵�　秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
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　⑶�　偽りその他不正な行為により第８条第１項の許可

を受けたとき。

　⑷�　災害その他の事故により利用できなくなったとき。

　⑸�　工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由に

より利用できなくなったとき。

　⑹�　前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに

基づく規則に違反したとき。

（施設の変更禁止）

第�12条　利用者は、センターの施設を利用する場合にお

いて、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付

設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。

（利用権の譲渡等の禁止）

第�13条　利用者は、センターの施設を利用する権利を第

三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

（原状回復）

第�14条　利用者は、センターの施設の利用を終了し、又

は第８条第１項の許可を取り消され、若しくは施設の

利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに

その施設を原状に回復し、又は返還しなければならな

い。

（取消し等による損害の責任）

第�15条　市及び指定管理者は、第11条第５号に該当する

場合を除き、第８条第１項の許可の取消し又は施設の

利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害

については、その責めを負わない。

（損害の賠償）

第�16条　センターの施設等に損害を生じさせた者は、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、市長がや

むを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額

し、又は免除することができる。

（入館等の制限）

第�17条　指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある

者その他管理上支障があると認められる者について

は、入館を断り、又は退館させることができる。

（委任）

第�18条　この条例に定めるもののほか、この条例の実施

のため必要な事項は、規則で定める。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、規則で定める日から施行する。

（川崎市老人いこいの家条例の一部改正）

２�　川崎市老人いこいの家条例（昭和47年川崎市条例第

60号）の一部を次のように改正する。

別表中

　「

川崎市大師老人いこいの家
川崎市川崎区大師公園１番

４号

川崎市小田老人いこいの家
川崎市川崎区小田２丁目16

番９号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

　を

　「

川崎市小田老人いこいの家
川崎市川崎区小田２丁目16

番９号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

３�　川崎市老人いこいの家条例の一部を次のように改正

する。

別表中

　「

川崎市藤崎老人いこいの家
川崎市川崎区藤崎４丁目17

番６号

川崎市田島老人いこいの家
川崎市川崎区田島町20番23

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

　を

　「

川崎市藤崎老人いこいの家
川崎市川崎区藤崎４丁目17

番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

（川崎市こども文化センター条例の一部改正）

４�　川崎市こども文化センター条例（昭和35年川崎市条

例第33号）の一部を次のように改正する。

別表中

　「

川崎市大師

こども文化センター

川崎市川崎区大師公園１番

４号

川崎市藤崎

こども文化センター

川崎市川崎区藤崎４丁目17

番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

　「

川崎市藤崎

こども文化センター

川崎市川崎区藤崎４丁目17

番６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

５�　川崎市こども文化センター条例の一部を次のように

改正する。

別表中
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　「

川崎市日進町

こども文化

センター

川崎市川崎区堤根34番地15

川崎市田島

こども文化センター

川崎市川崎区田島町20番23

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

　「

川崎市日進町

こども文化センター
川崎市川崎区堤根34番地15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第７号

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人を定める

条例の一部を改正する条例

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人を定める条例（平成24年川崎市条

例第53号）の一部を次のように改正する。

別表６の項中「川崎市多摩区中野島６丁目29番１号新

多摩川ハイム４号棟101」を「川崎市多摩区菅仙谷１丁目

10番40号」に改める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第８号

川崎市病院等における人員及び施設の基準

に関する条例の一部を改正する条例

川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条

例（平成24年川崎市条例第67号）の一部を次のように改

正する。

第４条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養

士」を加える。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福

祉施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第９号

川崎市総合リハビリテーションセンター及

び障害者福祉施設条例の一部を改正する条

例

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福

祉施設条例（昭和46年川崎市条例第10号）の一部を次の

ように改正する。

第79条第２号を削り、同条第３号中「第６条の２の２

第５項」を「第６条の２の２第４項」に、「第88条第３号」

を「第88条第２号」に改め、同号を同条第２号とし、同

条第４号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２

第５項」に、「第88条第４号」を「第88条第３号」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第５号中「第６条の２の２

第７項」を「第６条の２の２第６項」に、「第88条第５号」

を「第88条第４号」に改め、同号を同条第４号とし、同

条第６号中「第88条第７号」を「第88条第６号」に、「第

88条第６号」を「第88条第５号」に改め、同号を同条第５

号とし、同条第７号から第14号までを１号ずつ繰り上げ

る。

第84条第１号中「第４号」を「第３号」に改め、同条第

３号中「第79条第９号」を「第79条第８号」に改め、同条

第４号中「第79条第10号」を「第79条第９号」に改め、同

条第５号中「第79条第12号及び第13号」を「第79条第11号

及び第12号」に改める。

第88条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号

から第９号までを１号ずつ繰り上げる。

第95条第１号中「第４号」を「第３号」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第10号

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例

川崎市介護保険条例（平成12年川崎市条例第25号）の

一部を次のように改正する。

第５条の３第１項及び第４項中「第５条第３項」を「第

５条第４項」に改める。

第８条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和

６年度から令和８年度」に改め、同項第１号中「37,890

円」を「35,990円」に改め、同号イ中「第22条第21号イ」

を「第22条第22号イ」に改め、同項第２号中「37,890円」

を「35,990円」に改め、同項第３号中「49,257円」を
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「46,035円」に改め、同項第４号中「56,835円」を「53,391

円」に改め、同項第５号中「68,202円」を「71,188円」に

改め、同項第６号中「75,780円」を「79,097円」に改め、

同項第７号中「87,147円」を「90,962円」に改め、同号イ

中「又は第15号イ」を「、第15号イ、第16号イ、第17号イ

又は第18号イ」に改め、同項第８号中「94,725円」を

「98,872円」に改め、同号イ中「又は第15号イ」を「、第

15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イ」に改め、同

項第９号中「113,670円」を、「118,646円」に改め、同号

イ中「又は第15号イ」を「、第15号イ、第16号イ、第17号

イ又は第18号イ」に改め、同項第10号中「125,037円」を

「134,465円」に改め、同号イ中「又は第15号イ」を「、第

15号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イ」に改め、同

項第11号中「132,615円」を「142,375円」に改め、同号ア

中「5,000,000円」を「4,000,000円」に改め、同号イ中

「又は第15号イ」を「、第15号イ、第16号イ、第17号イ又

は第18号イ」に改め、同項第16号中「212,184円」を

「261,021円」に改め、同号を同項第19号とし、同項第15

号中「197,028円」を「229,382円」に改め、同号イ中「部

分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同号を同項第

17号とし、同号の次に次の１号を加える。

　⒅�　次のいずれかに該当する者　245,201円

　　ア�　合計所得金額が20,000,000円以上30,000,000円

未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

い者

　　イ�　要保護者であって、その者が課される保険料額

についてこの号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの（政令第39

条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。）

第８条第１項第14号中「181,872円」を「213,562円」に

改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又は第18号

イ」に改め、同号を同項第16号とし、同項第13号中

「166,716円」を「197,743円」に改め、同号イ中「又は第

15号イ」を「、第17号イ又は第18号イ」に改め、同号を同

項第15号とし、同項第12号中「151,560円」を「166,104

円」に改め、同号ア中「7,000,000円」を「6,000,000円」

に改め、同号イ中「第14号イ又は第15号イ」を「第15号

イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イ」に改め、同号を

同項第13号とし、同号の次に次の１号を加える。

　⒁�　次のいずれかに該当する者　181,924円

　　ア�　合計所得金額が6,000,000円以上7,000,000円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

者

　　イ�　要保護者であって、その者が課される保険料額

についてこの号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの（政令第39

条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第16号イ、第17号イ又は第18号イに該当

する者を除く。）

第８条第１項第11号の次に次の１号を加える。

　⑿�　次のいずれかに該当する者　150,285円

　　ア�　合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

者

　　イ�　要保護者であって、その者が課される保険料額

についてこの号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの（政令第39

条第１項第１号イ（同号イ⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ、第17号

イ又は第18号イに該当する者を除く。）

第８条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和

６年度から令和８年度」に、「22,734円」を「22,543円」

に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度」を

「令和６年度から令和８年度」に、「30,312円」を「30,216

円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」

を「令和６年度から令和８年度」に、「53,046円」を

「52,995円」に改める。

第12条第４項中「若しくは第15号イ」を「、第15号イ、

第16号イ、第17号イ若しくは第18号イ」に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、第８条第１項第１号イの改正規定は、公布の日か

ら施行する。

（経過措置）

２�　改正後の条例の規定は、令和６年度分の保険料から

適用し、令和５年度分までの保険料については、なお

従前の例による。

　　　───────────────────

川崎市女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関す

る条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第11号

川崎市女性自立支援施設の設備及び運営の

基準に関する条例

（趣旨）

第�１条　この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45

号）第65条第１項の規定に基づき、女性自立支援施設

（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和

４年法律第52号。以下「法」という。）第12条第１項に

規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。）の設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。

（基本方針）

第�２条　女性自立支援施設の設置者は、入所者に対し、



川 崎 市 公 報

－2304－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

健全な環境の下で、女性の人権に関する高い識見及び

専門性を有する職員により、社会において入所者の置

かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を

含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。

（設備及び運営の水準の向上）

第�３条　女性自立支援施設の設置者は、この条例で定め

る基準を超えて、常に、その設備及び運営の水準を向

上させるよう努めなければならない。

（配置、構造及び設備の一般原則）

第�４条　女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日

照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項、

入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮

されたものでなければならない。

（非常災害対策）

第�５条　女性自立支援施設の設置者は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非

常災害に対する具体的な計画（第16条第４項において

「非常災害計画」という。）を策定しなければならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、非常災害に備えるた

め、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を

行わなければならない。

（安全計画の策定等）

第�６条　女性自立支援施設の設置者は、入所者の安全の

確保を図るため、当該女性自立支援施設の設備の安全

点検、職員等に対する施設外での活動、取組等を含め

た女性自立支援施設での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員等の研修及び訓練その他女

性自立支援施設における安全に関する事項についての

計画（以下この条及び第16条第４項において「安全計

画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措

置を講じなければならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、職員に対し、安全計

画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。

３�　女性自立支援施設の設置者は、定期的に安全計画の

見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うも

のとする。

（苦情への対応等）

第�７条　女性自立支援施設の設置者は、その行った支援

に関し、入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の

必要な措置を講じなければならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、その行った支援に関

し、市長から指導又は助言を受けた場合には、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。

３�　女性自立支援施設の設置者は、社会福祉法第85条第

１項の規定により運営適正化委員会が行う調査にでき

る限り協力しなければならない。

（帳簿の整備）

第�８条　女性自立支援施設には、設備、職員、会計及び

入所者の支援の状況に関する帳簿を整備しておかなけ

ればならない。

（職員配置の基準）

第�９条　女性自立支援施設には、次の各号に掲げる職員

を置くものとし、その職員の員数は、それぞれ当該各

号に定めるとおりとする。ただし、調理業務の全部を

委託する女性自立支援施設にあっては、第３号に掲げ

る職員を置かないことができる。

　⑴�　施設長　１人

　⑵�　入所者の自立支援（法第12条第１項に規定する自

立支援をいう。以下同じ。）を行う職員　２人以上

　⑶�　栄養士又は調理員　１人以上

　⑷�　看護師又は心理療法担当職員　１人以上

　⑸�　事務員　１人以上

　⑹�　女性自立支援施設のその他の業務を行うために必

要な職員　当該女性自立支援施設の実情に応じた適

当な員数

２�　女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援

施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、

入所者の支援に支障がない場合は、この限りではない。

（施設長の資格要件）

第�10条　施設長は、女性自立支援施設を運営するに当

たって女性の人権に関する高い識見及び専門性を有す

る者であって、次に掲げる要件を満たすものでなけれ

ばならない。

　⑴�　社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業

若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動に３年以上従事した者であること。

　⑵�　罰金以上の刑に処せられたことのない者であるこ

と。

　⑶�　心身ともに健全な者であること。

（設備の基準）

第�11条　女性自立支援施設の建物（入所者の日常生活の

ために使用しない附属の建物を除く。次項において同

じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201

号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。

次項において同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の

３に規定する準耐火建築物をいう。次項において同

じ。）でなければならない。

２�　前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火

活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、

次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所

者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建

築物又は準耐火建築物であることを要しない。
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　⑴�　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等へ

の難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生する

おそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である

こと。

　⑵�　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可

能なものであること。

　⑶�　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅

員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可

能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施する

こと、配置人員を増員すること等により、火災の際

の円滑な避難が可能なものであること。

３�　女性自立支援施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。

　⑴�　事務室

　⑵�　相談室

　⑶�　宿直室

　⑷�　居室

　⑸�　集会室兼談話室

　⑹�　静養室

　⑺�　医務室

　⑻�　作業室

　⑼�　食堂

　⑽�　調理室

　⑾�　洗面所

　⑿�　浴室

　⒀�　便所

　⒁�　洗濯室

　⒂�　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

４�　前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

　⑴�　居室　次に掲げる基準

　　ア�　入所者１人当たりの床面積は、収納設備等に係

る面積を除き、おおむね9.9平方メートル以上と

すること。

　　イ�　主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は

広間に直接面して設けること。

　　ウ�　寝具を収納するための押入れその他の設備のほ

か、各人ごとに身の回り品を収納することができ

る収納設備を設けること。ただし、寝台を設けて

ある場合においては、寝具を収納するための設備

は、設けることを要しない。

　⑵�　相談室　室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

　⑶�　医務室　入所者を診療するために必要な医薬品、

衛生材料及び医療機械器具を備えること。

　⑷�　食堂及び調理室　食器、調理器具等の消毒その他

食堂及び調理室を常に清潔に保持するために必要な

措置を講ずること。

　⑸�　その他の設備　次に掲げる基準

　　ア�　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設ける

こと。

　　イ�　火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

（秘密保持等）

第�12条　女性自立支援施設の職員は、正当な理由がなく、

業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、職員であった者が、

正当な理由がなく、業務上知り得た入所者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。

（居室の入所定員）

第�13条　１の居室の定員は、原則として１人とする。

２�　女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべ

き児童を同伴する場合その他入所者の自立支援を行う

ために必要と認められる場合は、前項の規定にかかわ

らず、１の居室の定員を２人以上とすることができる。

（自立支援等）

第�14条　女性自立支援施設の設置者は、入所者の意向及

び私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康の回

復及び生活（就労及び就学を含む。）に関する支援等を

行わなければならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、入所者の個の尊厳を

保ち、心身の状況並びに本人の意思、希望及び自立に

向けた意向を十分に踏まえた上で、当該女性自立支援

施設における基本的な共同生活の考え方を示さなけれ

ばならない。

３�　女性自立支援施設の設置者は、入所者の自立支援を

行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個

別支援計画を作成しなければならない。

（食事の提供）

第�15条　食事は、食品の種類及び調理方法について栄養

並びに入所者の身体的状況及び嗜(し)好を考慮したも

のでなければならない。

２�　調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わな

ければならない。

（業務継続計画の策定等）

第�16条　女性自立支援施設の設置者は、感染症又は非常

災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を

継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下この条において「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、職員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。
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３�　女性自立支援施設の設置者は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。

４�　業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体

のものとして策定することができる。

（保健衛生）

第�17条　女性自立支援施設の設置者は、入所者につい

て、毎年２回以上定期に健康診断を行わなければなら

ない。

２�　女性自立支援施設の設置者は、居室その他入所者が

常時使用する設備について、常に清潔にしなければな

らない。

３�　女性自立支援施設の設置者は、入所者の使用する食

器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるととも

に、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正

に行わなければならない。

４�　女性自立支援施設の設置者は、当該女性自立支援施

設における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止

するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければな

らない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第�18条　女性自立支援施設の設置者は、入所者に係る給

付金（女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準

（令和５年厚生労働省令第36号）第18条に規定する厚

生労働大臣が定める給付金をいう。以下この条におい

て「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金

として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管

理しなければならない。

　⑴�　当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの

（これらの運用により生じた収益を含む。以下この

条において「入所者に係る金銭」という。）をその他

の財産と区分すること。

　⑵�　入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って

用いること。

　⑶�　入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳

簿を整備すること。

　⑷�　当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所

者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

（関係機関との連携）

第�19条　女性自立支援施設の設置者は、女性相談支援セ

ンター、女性相談支援員、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事

務所（社会福祉法に規定する福祉に関する事務所をい

う。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施

設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）

第２条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機

関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター

（総合法律支援法（平成16年法律第74号）第13条に規定

する日本司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談

支援センター（配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第３条第

１項に規定する配偶者暴力相談支援センターをい

う。）、母子・父子福祉団体、母子・父子自立支援員、

民生委員、児童委員、保護司その他の関係機関と密接

に連携しなければならない。

（電磁的記録）

第�20条　女性自立支援施設の設置者及び職員は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定

されている、又は想定されるものについては、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

�（川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する

条例の廃止）

２�　川崎市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する

条例（平成24年川崎市条例第57号）は、廃止する。

　　　───────────────────

川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第12号

川崎市児童相談所条例の一部を改正する条

例

川崎市児童相談所条例（昭和46年川崎市条例第70号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項中第７号を第10号とし、第６号を第７号

とし、同号の次に次の２号を加える。

　⑻�　児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時

保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の

実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に
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関し、川崎市児童福祉審議会その他の機関の調査審

議及び意見の具申が行われるようにすることその他

の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

　⑼�　措置解除者等（法第６条の３第１項第１号に規定

する措置解除者等をいう。）の実情を把握し、その自

立のために必要な援助を行うこと。

第３条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次

の１号を加える。

　⑸�　児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後

の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握

その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第13号

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年川崎市条例第56号）の一部を次のように改

正する。

目次中

「第15章　雑則（第105条）」

を

「第15章　里親支援センター（第105条～第110条）

�第16章　雑則（第111条）　　　　　　　　　　」

に改める。

第15条第１項及び第21条の３第１項中「及び児童家庭

支援センター」を「、児童家庭支援センター及び里親支

援センター」に改める。

第34条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その

他の乳幼児の事情に応じて意見聴取その他の措置をとる

ことにより、乳幼児の意見又は意向」を加える。

第36条及び第43条中「児童家庭支援センター」の次に

「、里親支援センター」を加える。

第44条中「母子」と」の次に「、「の意見」とあるのは

「それぞれの意見」と」を加える。

第64条及び第91条中「児童家庭支援センター」の次に

「、里親支援センター」を加える。

第105条を第111条とする。

第15章を第16章とし、第14章の次に次の１章を加える。

第15章　里親支援センター

（設備の基準）

第�105条　里親支援センターには、事務室、相談室等の

里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうと

する者（次条第３項第３号において「里親等」とい

う。）が訪問できる設備その他里親支援センターの事業

を実施するために必要な設備を設けなければならない。

（職員）

第�106条　里親支援センターには、里親制度等普及促進

担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かな

ければならない。

２�　里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれか

に該当する者でなければならない。

　⑴�　法第13条第３項各号のいずれかに該当する者

　⑵�　里親として５年以上の委託児童（法第27条第１項

第３号の規定により里親に委託された児童をいう。

以下この条及び次条第２号において同じ。）の養育の

経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養

育者等（児童福祉法施行規則第１条の10に規定する

養育者等をいう。以下この条及び次条において同

じ。）若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療

施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童

の養育に５年以上従事した者であって、里親制度そ

の他の児童の養育に必要な制度への理解及びソー

シャルワークの視点を有する者

　⑶�　里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及

促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓

に関して、市長が前２号に掲げる者と同等以上の能

力を有すると認める者

３�　里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者

でなければならない。

　⑴�　法第13条第３項各号のいずれかに該当する者

　⑵�　里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有

する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若

しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若

しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育

に５年以上従事した者であって、里親制度その他の

児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャル

ワークの視点を有する者

　⑶�　里親等への支援の実施に関して、市長が前２号に

掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

４�　里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当す

る者でなければならない。

　⑴�　法第13条第３項各号のいずれかに該当する者

　⑵�　里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有

する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若

しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若

しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育

に５年以上従事した者であって、里親制度その他の

児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャル

ワークの視点を有する者

　⑶�　里親及び里親になろうとする者への研修の実施に
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関して、市長が前２号に掲げる者と同等以上の能力

を有すると認める者

（里親支援センターの長の資格）

第�107条　里親支援センターの長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、法第11条第４項に規定する里親支

援事業の業務に関して十分な経験を有する者であっ

て、里親支援センターを適切に運営する能力を有する

ものでなければならない。

　⑴�　法第13条第３項各号のいずれかに該当する者

　⑵�　里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有

する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若

しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若

しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育

に５年以上従事した者であって、里親制度その他の

児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャル

ワークの視点を有する者

　⑶�　市長が前２号に掲げる者と同等以上の能力を有す

ると認める者

（里親支援）

第�108条　里親支援センターにおける支援は、里親制度

その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに

里親になることを希望する者の開拓、里親及び小規模

住居型児童養育事業に従事する者並びに里親になろう

とする者への研修の実施、法第27条第１項第３号の規

定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童

養育事業に従事する者及び里親又は小規模住居型児童

養育事業に従事する者に養育される児童並びに里親に

なろうとする者（第110条において「里親等」という。）

への支援その他の必要な支援を包括的に行うことによ

り、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成

されるよう、その最善の利益を実現することを目的と

して行わなければならない。

（業務の質の評価等）

第�109条　里親支援センターの設置者は、法第44条の３

第１項に規定する業務の質の評価を自ら行うととも

に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの

結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

（関係機関との連携）

第�110条　里親支援センターの長は、児童相談所及び里

親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応

じ、児童福祉施設、児童委員等の関係機関と密接に連

携して里親等への支援に当たらなければならない。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第14号

川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例

川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営の基準に関する条例（平成26年川崎市条例第36号）

の一部を次のように改正する。

第23条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中

「掲示しなければならない」を「掲示するとともに、当該

重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信

（公衆によって直接受信されることを目的として公衆か

らの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又

は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に

供しなければならない」に改める。

第53条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

第53条第２項第２号の改正規定は、公布の日から施行す

る。

　　　───────────────────

川崎市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第15号

川崎市空家等対策協議会条例の一部を改正

する条例

川崎市空家等対策協議会条例（平成28年川崎市条例第

26号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第２条中「第７条第１項」を「第８条第１

項」に改める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠

の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第16号

川崎市地区計画の区域内における建築物等

の形態意匠の制限に関する条例の一部を改

正する条例
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川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠

の制限に関する条例（平成21年川崎市条例第12号）の一

部を次のように改正する。

別表５の項を次のように改める。

５ 登戸・向ヶ丘遊

園駅周辺地区整

備計画区域

都市計画法第20条

第１項の規定によ

り告示された登

戸・向ヶ丘遊園駅

周辺地区地区計画

において地区整備

計画が定められた

区域

登戸駅前地区Ｂ－２

登戸駅前地区Ｂ－３

登戸駅前地区Ｃ－１

登戸駅前地区Ｃ－２

登戸駅・向ヶ丘遊園駅

連携地区Ａ

登戸駅・向ヶ丘遊園駅

連携地区Ｂ

登戸駅・向ヶ丘遊園駅

連携地区Ｃ

登戸駅・向ヶ丘遊園駅

連携地区Ｄ

向ヶ丘遊園駅前地区

界隈
わい

商業地区

界隈共存地区

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市建築基準条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第17号

川崎市建築基準条例の一部を改正する条例

川崎市建築基準条例（昭和35年川崎市条例第20号）の

一部を次のように改正する。

第21条第２号、第30条第１項及び第２項、第32条第１

項並びに第47条第３項中「第110条第２号」を「第107条各

号又は第108条の４第１項第１号イ及びロ」に改める。

第60条の２見出し中「主要構造部」を「特定主要構造

部」に改め、同条中「第108条の３第３項」を「第108条の

４第３項」に、「主要構造部」を「特定主要構造部」に改

める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の

推進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第18号

川崎市不燃化重点対策地区における建築物

の不燃化の推進に関する条例の一部を改正

する条例

川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の

推進に関する条例（平成28年川崎市条例第89号）の一部

を次のように改正する。

第７条第１項中「第61条」を「第61条第１項」に、「同

条」を「同項」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第19号

川崎市地区計画の区域内における建築物に

係る制限に関する条例の一部を改正する条

例

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に

関する条例（昭和62年川崎市条例第40号）の一部を次の

ように改正する。

第５条第２項第２号中「建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律」に、「建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律施行令」に改める。

別表第２の33登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区整備計画区

域の表登戸駅前地区Ｂの区域の項を次のとおり改める。

登
戸
駅
前
地
区
Ｂ
｜
１
の
区
域

建築物の

用途の制

限

　個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

ものは、建築してはならない。

登
戸
駅
前
地
区
Ｂ
｜
２
の
区
域

建築物の

用途の制

限

　次に掲げる建築物は、建築してはならない。

⑴�　住宅（１階又は２階に店舗、事務所その他これ

らに類する用途に供する部分を有するものを除

く。）

⑵�　共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階又は２階に店

舗、事務所その他これらに類する用途に供する部

分を有するものを除く。）

⑶�　工場（自家販売のために食品製造業（食品加工

業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するものを除く。）

⑷�　自動車教習所

⑸�　マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類するも

の

⑹�　倉庫業を営む倉庫

⑺�　キャバレー、料理店その他これらに類するもの

⑻�　個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの
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建築物の

敷地面積

の最低限

度

　建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上で

なければならない。

登
戸
駅
前
地
区
Ｂ
｜
３
の
区
域

建築物の

用途の制

限

　個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する

ものは、建築してはならない。

建築物の

容積率の

最高限度

　建築物の容積率は、10分の40以下でなければなら

ない。この場合において、建築物の容積率の算定の

基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算

入しない。

⑴�　建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉

ホームその他これらに類するもの（以下この号に

おいて「老人ホーム等」という。）の用途に供する

部分（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部

分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊

下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の３分の１）

⑵�　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた

計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積

のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通

常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えるこ

ととなる場合における高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令第26条に定め

る床面積

附　則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条

第２項第２号の改正規定は、令和６年４月１日から施行

する。

　　　───────────────────

川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設

置等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第20号

川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水

道事業の設置等に関する条例等の一部を改

正する条例

（川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の

　設置等に関する条例の一部改正）

第�１条　川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事

業の設置等に関する条例（昭和41年川崎市条例第45

号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２

の８第８項」に改める。

（川崎市交通事業の設置等に関する条例の一部改正）

第�２条　川崎市交通事業の設置等に関する条例（昭和41

年川崎市条例第46号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２

の８第８項」に改める。

（川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第�３条　川崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和41

年川崎市条例第42号）の一部を次のように改正する。

第10条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２

の８第８項」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第21号

川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改

正する条例

川崎市病院局企業職員定数条例（平成16年川崎市条例

第64号）の一部を次のように改正する。

第２条中「1,530人」を「1,594人」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第22号

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条

例

川崎市消防手数料条例（平成12年川崎市条例第34号）

の一部を次のように改正する。

別 表２の 項 中「1,180,000円 」を「1,450,000円 」に、

「1,410,000円」を「1,720,000円」に、「1,590,000円」を

「1,920,000円」に、「1,950,000円」を「2,360,000円」に、

「2,270,000円」を「2,740,000円」に、「4,550,000円」を

「5,640,000円」に、「5,820,000円」を「7,240,000円」に、

「7,070,000円」を「8,790,000円」に改め、同表中

「

高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であって

移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの
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処理容積が100立方メートル以上

200立方メートル未満の設備 １件につき� 7,400円

処理容積が200立方メートル以上

1,000立方メートル未満の設備 １件につき� 11,000円

処理容積が1,000立方メートル以

上5,000立方メートル未満の設備 １件につき� 13,000円

処理容積が5,000立方メートル以

上25,000立方メートル未満の設備 １件につき� 16,000円

処理容積が25,000立方メートル以

上100,000立方メートル未満の設備 １件につき� 21,000円

処理容積が100,000立方メートル以

上500,000立方メートル未満の設

備 １件につき� 27,000円

処理容積が500,000立方メートル

以上1,000,000立方メートル未満の

設備 １件につき� 44,000円

処理容積が1,000,000立方メートル

以上5,000,000立方メートル未満の

設備 １件につき� 60,000円

処理容積が5,000,000立方メートル

以上10,000,000立方メートル未満

の設備 １件につき� 75,000円

処理容積が10,000,000立方メート

ル以上の設備 １件につき� 91,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であって

移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

（当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律第37条の４第１項の許可を

受けた者を除く。）

処理容積が100立方メートル以上

200立方メートル未満の設備 １件につき� 7,400円

処理容積が200立方メートル以上

1,000立方メートル未満の設備 １件につき� 11,000円

処理容積が1,000立方メートル以

上5,000立方メートル未満の設備 １件につき� 13,000円

処理容積が5,000立方メートル以

上25,000立方メートル未満の設備 １件につき� 16,000円

処理容積が25,000立方メートル以

上100,000立方メートル未満の設備 １件につき� 21,000円

処理容積が100,000立方メートル以

上500,000立方メートル未満の設

備 １件につき� 27,000円

処理容積が500,000立方メートル

以上1,000,000立方メートル未満の

設備 １件につき� 44,000円

処理容積が1,000,000立方メートル

以上5,000,000立方メートル未満の

設備 １件につき� 60,000円

処理容積が5,000,000立方メートル

以上10,000,000立方メートル未満

の設備 １件につき� 75,000円

処理容積が10,000,000立方メート

ル以上の設備 １件につき� 91,000円

高圧ガス保安法第５条第１項第１号

に該当する者であって移動式製造設

備のみを使用して高圧ガスの製造を

するもの（当該移動式製造設備につ

いて液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律第37条

の４第１項の許可を受けた者に限

る。） １件につき��6,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手

数料については、なお従前の例による。

　　　───────────────────

川崎市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第23号

川崎市火災予防条例の一部を改正する条例

川崎市火災予防条例（昭和48年川崎市条例第36号）の

一部を次のように改正する。

第42条第１項第１号中「主要構造部」を「特定主要構造

部」に改め、同項第２号中「主要構造部」を「特定主要構

造部」に改め、「、若しくは」の次に「主要構造部が」を

加える。

第46条第１項第１号及び第46条の２第１号中「主要構

造部」を「特定主要構造部」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第24号

川崎市立学校の設置に関する条例の一部を

改正する条例

川崎市立学校の設置に関する条例（昭和39年川崎市条

例第29号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

川崎市立小倉小学校 川崎市幸区小倉２丁目20番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を
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「

川崎市立小倉小学校 川崎市幸区小倉２丁目20番１号

川崎市立新小倉小学校 川崎市幸区新小倉２番15号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市立看護短期大学条例及び川崎市立看護短期大学

奨学金貸付条例を廃止する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第25号

川崎市立看護短期大学条例及び川崎市立看

護短期大学奨学金貸付条例を廃止する条例

川崎市立看護短期大学条例（平成６年川崎市条例第35

号）及び川崎市立看護短期大学奨学金貸付条例（平成７

年川崎市条例第10号）は、廃止する。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（川崎市立看護短期大学条例の廃止に伴う経過措置）

２�　この条例による廃止前の川崎市立看護短期大学条例

第４条第２項及び第３項、第５条並びに第６条（これ

らの規定のうち証明書交付手数料に係る部分に限る。）

並びに別表の２証明書交付手数料の表の規定は、この

条例の施行後も、なおその効力を有する。

（川崎市立看護短期大学奨学金貸付条例の廃止に伴う

経過措置）

３�　この条例による廃止前の川崎市立看護短期大学奨学

金貸付条例（次項において「旧条例」という。）の規定

により奨学金の貸付けを受けた者に係る異動の届出に

ついては、なお従前の例による。

４�　この条例の施行前に行われた旧条例の規定による奨

学金の貸付けに係る償還、償還の猶予、償還の免除及

び延滞利息については、なお従前の例による。

（川崎市職員の給与に関する条例の一部改正）

５�　川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎市条

例第29号）の一部を次のように改正する。

第19条第５項及び別表第４の２備考中「及び看護短

期大学」を削る。

（川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一

部改正）

６�　川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令

和元年川崎市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。

第18条第１項中「及び川崎市立看護短期大学」を削

る。

（川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

７�　川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成19年

川崎市条例第53号）の一部を次のように改正する。

第15条第１項中「及び川崎市立看護短期大学」を削

る。

（川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置

に関する条例の一部改正）

８�　川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置

に関する条例（昭和46年川崎市条例第59号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「及び川崎市立看護短期大学」を削る。

（川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例の一部改正）

９�　川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例（平成２年川崎市条例第

34号）の一部を次のように改正する。

第１条中「及び川崎市立看護短期大学」を削る。

　　　───────────────────

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第26号

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例の一部を改

正する条例

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第54号）の一

部を次のように改正する。

目次中

「第３章　医療型児童発達支援

　�第１節　基本方針（第63条）

　�第２節　人員に関する基準（第64条・第65条）

　�第３節　設備に関する基準（第66条）

　�第４節　運営に関する基準（第67条～第72条）」

を

「第３章　削除」

に改める。

第２条第３号中「指定障害児通所支援事業者等」を

「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第５号中「、

第63条に規定する指定医療型児童発達支援の事業」を削

る。

第４条の見出し及び同条第１項から第４項までの規定

中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所

支援事業者」に改める。

第５条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併

せて治療（上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童
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に対して行われるものに限る。以下同じ。）」に改める。

第７条第４項を削り、同条第３項中「前項」を「第２

項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に

次の１項を加える。

３�　前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事

業所において、治療を行う場合には、医療法（昭和23

年法律第205号）に規定する診療所として必要とされる

数の従業者を置かなければならない。

第７条第５項を削り、同条第６項中「第３項」を「前

項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「、

第４項第１号」を削り、同項を同条第６項とし、同条第

８項中「から第５項まで」を「、第２項及び第４項」に改

め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加え

る。

８�　第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達

支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の

保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

第７条第９項中「前項」を「前２項」に改める。

第８条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指

定児童発達支援事業所以外の」に改める。

第10条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改

め、同条第２項中「指導訓練室」を「発達支援室」に、「訓

練に」を「支援に」に改める。

第11条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改

め、「以下この項において同じ。」を削り、「及び便所」を「、

便所及び静養室」に改め、同項ただし書を削り、同条第

３項を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、

「（主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所が設けるものを除く。）」を削り、同項

第１号中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２�　指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合

には、前項に規定する設備（医務室を除く。）に加えて、

医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなけ

ればならない。

第11条第４項中「前項」を「第２項」に改め、「場合は」

の次に「、第２項に掲げる設備を除き」を加える。

第12条ただし書中「指定児童発達支援事業所」の次に

「（児童発達支援センターであるものを除く。）」を加える。

第24条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通

所支援費用基準額」を「、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴�　次号に掲げる場合以外の場合　当該指定児童発達

支援に係る指定通所支援費用基準額

　⑵�　治療を行う場合　前号に掲げる額のほか、当該指

定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事

療養（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第

２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。）

に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額

の算定方法の例により算定した費用の額

第25条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障

害児通所支援事業者」に改める。

第26条第１項中「の支給」を「又は肢体不自由児通所医

療費の支給」に、「の額」を「及び肢体不自由児通所医療

費の額」に改める。

第27条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（指

定児童発達支援の取扱方針）」を付し、同条第５項中「前

項の評価及び改善の内容を」を「自己評価及び保護者評

価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すと

ともに、」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項中

「自ら評価」を「指定児童発達支援事業所の従業者による

評価を受けた上で、自ら評価（以下この条において「自

己評価」という。）」に、「保護者による評価」を「通所給

付決定保護者（以下この条において「保護者」という。）

による評価（以下この条において「保護者評価」とい

う。）」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第３項を

第５項とし、第２項を第３項とし、同項の次に次の１項

を加える。

４�　指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の

特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援（治療

に係る部分を除く。以下この条及び次条において同

じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援

の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指

定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に

関する領域を含む総合的な支援を行わなければならな

い。

第27条第１項中「次条第１項」を「第28条第１項」に改

め、同項の次に次の１項を加える。

２�　指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及

び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するた

めの配慮をしなければならない。

第27条の次に次の２条を加える。

第�27条の２　指定児童発達支援事業者は、指定児童発達

支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム（前条

第４項に規定する領域との関連性を明確にした指定児

童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）

第�27条の３　指定児童発達支援事業者は、障害児が指定

児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教

育等の支援を受けることができるようにすることで、

障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長でき
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るよう、障害児の地域社会への参加及び包摂（以下「イ

ンクルージョン」という。）の推進に努めなければなら

ない。

第28条第２項中「行い、」を「行うとともに、障害児の

年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、そ

の最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに

育成されるよう」に改め、同条第４項中「課題、」の次に

「第27条第４項に規定する領域との関連性及びインク

ルージョンの観点を踏まえた」を加え、同条第５項中「障

害児」を「児童発達支援計画の作成に当たっては、障害

児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れる体制を確保した上で、障害児」に改め、同条第６項

中「前項の」を「前項の規定により得られた」に改め、同

条第７項中「に交付」を「及び当該通所給付決定保護者

に対して指定障害児相談支援を提供する者に交付」に改

める。

第29条に次の１項を加える。

２�　児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たって

は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

第31条の見出し並びに同条第１項及び第３項から第５

項までの規定中「指導、訓練等」を「支援」に改める。

第36条中「又は特例障害児通所給付費」を「若しくは特

例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費」に改

める。

第40条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。

第41条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護

者」に改める。

第43条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を

行うものを除く。）」を加える。

第50条第１項中「第５条第18項」を「第５条第19項」に

改める。

第58条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同

条第２項中「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を

「支援に」に改める。

第３章を次のように改める。

第３章　削除

第63条から第72条まで　削除

第73条中「訓練」を「支援」に改め、「指導及び」を削る。

第76条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改

め、同条第２項中「指導訓練室」を「発達支援室」に、「訓

練に」を「支援に」に改める。

第81条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同

条第２項中「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練に」を

「支援に」に改める。

第82条の３第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当

職員」に、「、日常生活」を「又は日常生活」に、「の指導、

知識技能の付与」を「及び知識技能の習得」に、「必要な

訓練」を「必要な支援」に、「「訓練等」を「この項におい

て「支援」に、「及び当該障害児」を「並びに当該障害児」

に、「訓練等を」を「支援を」に、「訓練等に」を「支援に」

に、「又は職業教育」を「若しくは職業教育」に改める。

第82条の９中「第４項及び第５項」を「第６項及び第７

項」に、「第28条」を「第27条の２、第28条」に、「第48条、

第50条、第51条」を「第48条から第51条まで」に、「、第

54条」を「及び第54条」に改め、「及び第71条の２」を削

り、「「第82条の７第２項」と」の次に「、第28条第４項中

「第27条第４項に規定する領域との関連性及びインク

ルージョンの観点」とあるのは「第27条第４項に規定す

る領域との関連性」と、第49条第１項中「行わなければ」

とあるのは「行うよう努めなければ」と」を加える。

第90条中「及び第５項」を削り、「第28条」を「第27条

の３、第28条」に、「第48条、第50条、第51条」を「第48

条から第51条まで」に改め、「、第71条の２」を削り、「第

82条の７第２項」と」の次に「、第27条第６項中「を受け

て」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障

害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問す

る施設（以下「訪問先施設」という。）による評価（以下

「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中

「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及びその保

護者並びに当該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評

価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価

及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保

護者及び訪問先施設に示す」と、第28条第４項中「第27

条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョ

ン」とあるのは「インクルージョン」と、同条第５項中

「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪

問先施設の担当者等」と」を、「従業者の勤務の体制」と」

の次に「、第49条第１項中「行わなければ」とあるのは

「行うよう努めなければ」と」を加える。

第91条第１項中「第３項及び第６項」を「第４項及び第

５項」に改め、「第64条、」を削り、「第４項」を「第３項」

に、「同条第７項」を「同条第６項」に、「同条第８項」を

「同条第７項」に、「第64条第１項中「事業所（以下「指定

医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに

同条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」を「同条第８項中「当

該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型

事業所」に改める。

第93条第１項中「、第67条」を削り、同条第２項中「、

第67条」を削り、「、指定医療型児童発達支援又は」を「又

は」に改め、「、指定医療型児童発達支援の事業」を削り、

同条第３項及び第４項中「、第67条」を削る。

第94条第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を

「指定障害児通所支援事業者」に改め、「、第72条」を削り、
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同条第２項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定

障害児通所支援事業者」に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、第50条第１項の改正規定は、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を

改正する法律（令和４年法律第104号）附則第１条第４

号に掲げる規定の施行の日から施行する。

（経過措置）

２�　児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第66号。以下「一部改正法」という。）附則第４条第１

項の規定により一部改正法第２条の規定による改正後

の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第21条

の５の３第１項の指定を受けたものとみなされている

ものについては、改正後の条例（以下「新条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、令和９年３月31日ま

での間、なお従前の例によることができる。

３�　一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福

祉法第21条の５の３第１項の指定を受けたものとみな

されているものについては、新条例第11条の規定にか

かわらず、当分の間、なお従前の例によることができ

る。

４�　新条例第27条の２（新条例第56条の５、第60条、第

79条、第79条の２、第82条及び第82条の９において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、令和７

年３月31日までの間、新条例第27条の２中「公表しな

ければ」とあるのは、「公表するよう努めなければ」と

する。

　　　───────────────────

川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第27号

川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例の一部を改

正する条例

川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第55号）の一

部を次のように改正する。

第２条第３号、第４号及び第５号中「第24条の24第２

項」を「第24条の24第３項」に改める。

第４条第１項中「。）」の次に「及び障害児（15歳以上の

障害児に限る。）が障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５

条第１項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉

サービス」という。）その他のサービスを利用しつつ自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自

立した日常生活又は社会生活への移行について支援する

上で必要な事項を定めた計画（以下「移行支援計画」と

いう。）」を加え、同条第３項中「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス（第

47条において「障害福祉サービス」という。）」を「障害福

祉サービス」に改める。

第５条第２項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心

理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第３項

中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。

第６条第２項第２号及び第３号中「訓練室」を「支援

室」に改め、同項第４号中「訓練室、屋外訓練場」を「支

援室、屋外遊戯場」に改める。

第21条第１項中「入所支援計画」の次に「及び移行支

援計画」を加え、同条第３項を同条第５項とし、同条第

２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加

える。

２�　指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児がで

きる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受

けることができるよう努めなければならない。

３�　指定福祉型障害児入所施設の設置者は、障害児が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限

り尊重するための配慮をしなければならない。

第22条第２項中「この条において」を削り、「行い、」を

「行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、

その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れ、心身ともに健やかに育成されるよう」に改め、同条

第５項中「障害児」の次に「の意見が尊重され、その最善

の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害

児」を加え、同条第６項中「前項の」の次に「規定により

得られた」を加え、同条の次に次の１条を加える。

（移行支援計画の作成等）

第�22条の２　指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児

童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する

業務を担当させるものとする。

２�　児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に

当たっては、適切な方法により、障害児について、ア

セスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他

のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な支援内容

の検討をしなければならない。

３�　児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援

内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービス

その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は
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社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活

又は社会生活への移行について支援する上で必要な取

組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な

事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければ

ならない。

４�　児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成

後、当該移行支援計画の実施状況の把握（障害児につ

いての継続的なアセスメントを含む。）を行うととも

に、障害児について解決すべき課題を把握し、少なく

とも６月に１回以上、当該移行支援計画の見直しを行

い、必要に応じて当該移行支援計画の変更を行うもの

とする。

５�　前条第３項及び第５項から第７項までの規定は、第

２項に規定する移行支援計画の作成について準用する。

６�　前条第３項、第５項から第７項まで及び第９項並び

に第２項及び第３項の規定は、第４項の規定による移

行支援計画の変更について準用する。この場合におい

て、前条第９項中「モニタリングに」とあるのは、「当

該移行支援計画の実施状況の把握（障害児についての

継続的なアセスメントを含む。以下この項において

「モニタリング」という。）に」と読み替えるものとする。

第23条第１項中「前条」を「前２条」に改め、同条に次

の１項を加える。

２�　児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たって

は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

第26条の見出し並びに同条第１項、第３項、第４項及

び第５項中「指導、訓練等」を「支援」に改める。

第40条に次の２項を加える。

３�　指定福祉型障害児入所施設の設置者は、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10年法律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規

定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症

をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるように努めなければならない。

４�　指定福祉型障害児入所施設の設置者は、協力医療機

関が第二種協定指定医療機関である場合においては、

当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなければならない。

第47条第１項中「第５条第18項」を「第５条第19項」に

改める。

第53条第２項第２号中「入所支援計画」の次に「及び移

行支援計画」を加える。

第54条第１項第３号中「心理指導」を「心理支援」に改

める。

第55条第１項第２号中「訓練室」を「支援室」に改め、

同条第２項第２号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、

「指導」を「支援」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

第47条第１項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する

法律（令和４年法律第104号）附則第１条第４号に掲げる

規定の施行の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第28号

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例

川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年川崎市条例第56号）の一部を次のように改

正する。

目次中

「第10章　�福祉型児童発達支援センター（第78条～第82条）

�第11章　�医療型児童発達支援センター（第83条～第86条）」

を

「第10章　児童発達支援センター（第78条～第82条）

�第11章　削除����������������������　　　　　　　」

に改める。

第２条中「指導」の次に「又は支援」を加える。

第66条第３号ア及び第４号中「訓練室」を「支援室」に

改め、同条第５号中「肢体不自由」の次に「（法第６条の

２の２第２項に規定する肢体不自由をいう。以下同

じ。）」を加え、同号ア中「訓練室」を「支援室」に、「屋外

訓練場」を「屋外遊戯場」に改める。

第67条第14項中「心理指導を」を「心理支援を」に、「心

理指導担当職員」を「心理担当職員」に改め、同条第15項

中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に改める。

第75条第１号中「訓練室」を「支援室」に改め、同条第

３号中「屋外訓練場」を「屋外遊戯場」に、「指導」を「支

援」に改める。

第76条第６項第２号中「心理指導」を「心理支援」に改

める。

第10章の章名を次のように改める。

第10章　児童発達支援センター

第78条を次のように改める。

（設備の基準）

第�78条　児童発達支援センターの設備の基準は、発達支

援室、遊戯室、屋外遊戯場（児童発達支援センターの
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付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。）、医

務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに児童発

達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることと

する。

２�　児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある

児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設

備（医務室を除く。）の基準に加えて、医療法に規定す

る診療所として必要な設備を設けることとする。

３�　第１項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。

　⑴�　発達支援室の１室の定員は、おおむね10人とし、

その面積は、児童１人につき2.47平方メートル以上

とすること。

　⑵�　遊戯室の面積は、児童１人につき1.65平方メート

ル以上とすること。

第79条第１項中「福祉型児童発達支援センター（主と

して難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び

主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援

センターを除く。次項において同じ。）」を「児童発達支

援センター」に改め、同項第３号、第４号及び第５号中

「福祉型児童発達支援センター」を「児童発達支援セン

ター」に改め、同条第４項を削り、同条第３項中「主と

して知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援

センター」を「児童発達支援センター」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項中「福祉型児童発達支援セン

ター」を「児童発達支援センター」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２�　児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある

児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職

員（嘱託医を除く。）に加えて、医療法に規定する診療

所として必要な職員を置かなければならない。

第79条第５項から第９項までを削り、同条第10項中

「第84条第２項において同じ。」を削り、「福祉型児童発達

支援センター」を「児童発達支援センター」に改め、同項

を同条第５項とする。

第80条中「福祉型児童発達支援センター」を「児童発

達支援センター」に改める。

第81条を次のように改める。

（心理学的及び精神医学的診査）

第�81条　児童発達支援センターにおいて障害児に対して

行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有

害な実験にわたってはならない。

第82条中「福祉型児童発達支援センターについて、第

72条の規定は主として知的障害のある児童を通わせる福

祉型児童発達支援センターについて、それぞれ」を「、

児童発達支援センターについて」に改める。

第11章を次のように改める。

第11章　削除

第83条から第86条まで　削除

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第66号。以下「一部改正法」という。）附則第11条の規

定により一部改正法第２条の規定による改正後の児童

福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第43条に規定

する児童発達支援センターを設置しているものとみな

されているものについては、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第78条の規定にかかわらず、当分の間、

なお従前の例によることができる。

３�　一部改正法附則第11条の規定により新児童福祉法第

43条に規定する児童発達支援センターを設置している

ものとみなされているものについては、新条例第79条

の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの間、な

お従前の例によることができる。

　　　───────────────────

川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第29号

川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条

例

川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に

関する条例（平成24年川崎市条例第68号）の一部を次の

ように改正する。

目次中

「第５章　自立訓練（生活訓練）（第56条～第60条）」

を

「第５章　自立訓練（生活訓練）（第56条～第60条）

�第５章の２�　就労選択支援（第60条の２～第60条の８）」

に改める。

第２条第３号中「、医療型児童発達支援（同条第３項

に規定する医療型児童発達支援をいう。以下同じ。）の事

業」を削り、「同条第４項」を「同条第３項」に、「同条第

５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」を「同条第５

項」に改める。

第３条第１項中「から」の次に「第５章まで及び第６章

から」を加える。

第16条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。

２�　療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定

の支援に配慮するよう努めなければならない。
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第17条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自

己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ」に改

め、同条第10項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を

「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条中第９項

を第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利

用者」の次に「及び当該利用者又は障害児の保護者に対

して指定計画相談支援（法第51条の17第２項に規定する

指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指定障害児相

談支援（児童福祉法第24条の26第２項に規定する指定障

害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらの者を「指

定特定相談支援事業者等」と総称する。）」を加え、同項

を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「利用者」

の次に「及び当該利用者」を、「開催し」の次に「、当該

利用者の生活に対する意向等を改めて確認するととも

に」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項

を加える。

３�　サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者

の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握

しなければならない。

第18条に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が

自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適

切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

第39条第１項第３号及び第４項並びに第52条第１項第

２号及び第４項中「又は作業療法士」を「、作業療法士又

は言語聴覚士」に改める。

第54条第１項中「第63条第１項」を「第61条の２」に改

める。

第55条及び第60条中「第17条第８項」を「第17条第９

項」に改める。

第５章の次に次の１章を加える。

第５章の２�　就労選択支援

（基本方針）

第�60条の２　就労選択支援の事業は、利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、省令

第６条の７の２に規定する者につき、短期間の生産活

動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する

適性、知識及び能力の評価並びに省令第６条の７の３

に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当

該評価及び当該整理の結果に基づき、省令第６条の７

の４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するもの

でなければならない。

（規模）

第�60条の３　就労選択支援の事業を行う者（以下「就労

選択支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「就労選択支援事業所」という。）は、10人以上の

人員を利用させることができる規模を有するものでな

ければならない。

（職員の配置の基準）

第�60条の４　就労選択支援事業所に置くべき職員及びそ

の員数は、次のとおりとする。

　⑴�　管理者　１人

　⑵�　就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者

として基準省令第61条の４第１項第２号に規定する

厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）　

就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用

者の数を15で除して得た数以上

２�　前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数とする。

３�　第１項第１号の管理者は、専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、就労選択支援事業所

の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事業所

の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以

外の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。

４�　第１項第２号の就労選択支援員は、専ら当該就労選

択支援事業所の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この

限りでない。

（実施主体）

第�60条の５　就労選択支援事業者は、就労移行支援又は

就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で

あって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以

上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものそ

の他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験

及び実績を有する事業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第�60条の６　就労選択支援事業者は、短期間の生産活動

その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知

識及び能力の評価並びに省令第６条の７の３に規定す

る事項の整理（以下この章において「アセスメント」と

いう。）を行うものとする。

２�　障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセ

スメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、

就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理を

もって、アセスメントの実施に代えることができる。

この場合において、就労選択支援事業者は、次項の規

定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は

指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連

絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センター
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その他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要

な協力を求めることができる。

３�　就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成

に当たり、利用者及び市、指定特定相談支援事業者等、

公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集し

て会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を開催し、当該利用者の就労に関する

意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見

を求めるものとする。

４�　就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成

した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特

定相談支援事業者等に提供しなければならない。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第�60条の７　就労選択支援事業者は、アセスメントの結

果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就

業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整

を行わなければならない。

２�　就労選択支援事業者は、法第89条の３第１項に規定

する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪

問等により、地域における就労支援に係る社会資源、

雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとと

もに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供す

るよう努めなければならない。

（準用）

第�60条の８　第８条、第９条（第２項第１号を除く。）、

第13条から第16条まで、第19条、第24条から第26条ま

で、第28条から第32条の２まで、第34条から第36条ま

で、第38条、第41条、第43条、第44条及び第45条から

第49条までの規定は、就労選択支援の事業について準

用する。この場合において、第16条第１項中「次条第

１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者」とあ

るのは、「利用者」と読み替えるものとする。

第61条の次に次の１条を加える。

（規模）

第�61条の２　就労移行支援の事業を行う者（以下「就労

移行支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「就労移行支援事業所」という。）は、10人以上の

人員を利用させることができる規模を有するものでな

ければならない。

第63条中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労

移行支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「就労移行支援事業所」という。）」を「就労移行支援事

業所」に改める。

第68条の次に次の１条を加える。

（就労選択支援に関する情報提供）

第�68条の２　就労移行支援事業者は、利用者に対し、指

定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択

支援に関する情報提供を行うものとする。

第69条中「第38条まで」を「第36条まで、第38条」に、

「第17条第８項」を「第17条第９項」に改める。

第84条中「及び第53条」を「、第53条及び第68条の２」

に改める。

第87条中「第53条」の次に「、第68条の２」を加え、「「第

87条」を「、「第87条」に改める。

第88条第１項中「、指定医療型児童発達支援（医療型

児童発達支援に係る指定通所支援をいう。）の事業」を削

る。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

目次の改正規定、第３条の改正規定、第５章の次に１章

を加える改正規定、第68条の次に１条を加える改正規定

並びに第84条及び第87条の改正規定は、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部

を改正する法律（令和４年法律第104号）附則第１条第４

号に掲げる規定の施行の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第30号

川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例

第�１条　川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市

条例第69号）の一部を次のように改正する。

目次中「第149条の４」を「第149条の５」に改める。

第２条第７号中「、指定通所支援基準条例第63条に

規定する指定医療型児童発達支援の事業」を削る。

第７条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該

指定居宅介護事業所以外の」に改める。

第26条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

　　⑵�　指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

第27条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利

用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児

の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相

談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の

26第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行

う者（以下これらの者を「指定特定相談支援事業者

等」と総称する。）に」を加え、同条第３項中「居宅介

護計画」を「第１項の居宅介護計画の」に改める。
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第31条に次の１項を加える。

４�　サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者

が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよ

う努めなければならない。

第46条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該

基準該当居宅介護事業所以外の」に改める。

第51条第７項中「（昭和22年法律第164号）」を削り、

同条第８項中「第６条の２の２第３項」を「第７条第２

項」に改める。

第59条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。

２�　指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮しなければならない。

�　第60条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者

の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ」に改め、同条第10項中「第７項」を「第８項」に、

「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項と

し、同条中第９項を第10項とし、第８項を第９項と

し、同条第７項中「利用者」の次に「及び指定特定相

談支援事業者等」を加え、同項を同条第８項とし、

同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を

同条第７項とし、同条第５項中「会議（」の次に「利

用者及び当該」を、「開催し」の次に「、当該利用者

の生活に対する意向等を改めて確認するとともに」

を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の

１項を加える。

３�　アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱える場合には、適切に意思

決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好

並びに判断能力等について丁寧に把握しなければな

らない。

第61条に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者

が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよ

う努めなければならない。

�　第80条第１項第２号及び第４項中「又は作業療法

士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

�　第87条の２第１項中「障害者就業・生活支援セン

ター」の次に「（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和35年法律第123号）第27条第２項に規定する障

害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）」

を加える。

�　第95条の４第１号及び第２号中「第149条の３」を

「第149条の４」に改める。

�　第106条中第３項を第４項とし、第２項を第３項

とし、第１項の次に次の１項を加える。

２�　指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮しなければならない。

第120条中第３項を第４項とし、第２項を第３項と

し、第１項の次に次の１項を加える。

２�　指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、利用者の意思決定の支援に配慮しなければなら

ない。

�　第121条第２項中「当該重度障害者等包括支援計

画を」の次に「利用者及びその同居の家族並びに指

定特定相談支援事業者等に」を加える。

�　第123条中「第30条」の次に「、第31条第４項」を

加える。

第143条第１項第１号及び第４項中「又は作業療法

士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第149条中「第60条第８項」を「第60条第９項」に改

める。

第149条の４を第149条の５とし、第149条の３を第

149条の４とし、第149条の２の次に次の１条を加える。

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所

リハビリテーション事業者の基準）

第�149条の３　共生型自立訓練（機能訓練）の事業を

行う指定通所リハビリテーション事業者（指定居

宅サービス等基準条例第137条第１項に規定する

指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下

同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次

のとおりとする。

　　⑴�　指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅

サービス等基準条例第137条第１項に規定する指

定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同

じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビ

リテーション事業所が介護老人保健施設（介護保

険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定

する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院

（同条第29項に規定する介護医療院をいう。）であ

る場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利

用者用に確保されている食堂（リハビリテーショ

ンに供用されるものに限る。）の面積を加えるもの

とする。第150条第２号において同じ。）を、指定

通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基

準条例第136条に規定する指定通所リハビリテー

ションをいう。以下同じ。）の利用者の数と共生型

自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除
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して得た面積が３平方メートル以上であること。

　　⑵�　指定通所リハビリテーション事業所の従業者の

員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所

が提供する指定通所リハビリテーションの利用者

の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数

及び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定通所リ

ハビリテーション事業所として必要とされる数以

上であること。

　　⑶�　共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して

適切なサービスを提供するため、指定自立訓練

（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。

第150条中「基準該当障害福祉サービス（」の次に

「第150条の３に規定する病院等基準該当自立訓練（機

能訓練）を除く。」を加え、同項第１号中「指定通所介

護事業者等」の次に「又は指定通所リハビリテーショ

ン事業者」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定通

所リハビリテーション」を加え、同項第２号中「機能

訓練室」の次に「又は指定通所リハビリテーション事

業所の専用の部屋等」を、「指定通所介護等」の次に

「又は指定通所リハビリテーション」を加え、同項第３

号中「の従業者」を「又は指定通所リハビリテーション

事業所の従業者」に改め、「当該指定通所介護事業所

等」の次に「又は当該指定通所リハビリテーション事

業所」を、「指定通所介護等」の次に「又は指定通所リ

ハビリテーション」を加える。

第150条の２の次に次の１条を加える。

（病院又は診療所における基準該当障害福祉サービ

ス（自立訓練）に関する基準）

第�150条の３　地域において自立訓練（機能訓練）が

提供されていないこと等により自立訓練（機能訓

練）を受けることが困難な障害者に対して病院又

は診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（機能訓

練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この

条において「病院等基準該当自立訓練（機能訓

練）」という。）に関して病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、次のとお

りとする。

　　⑴�　病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を行う事

業所（次号において「病院等基準該当自立訓練

（機能訓練）事業所」という。）の専用の部屋等の面

積を、病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受

ける利用者の数で除して得た面積が３平方メート

ル以上であること。

　　⑵�　病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業所ご

とに、管理者及び次のア又はイに掲げる場合の区

分に応じて当該ア又はイに掲げる基準を満たす人

員を配置していること。

　　　ア�　利用者の数が10人以下の場合　専ら当該病院

等基準該当自立訓練（機能訓練）の提供に当た

る理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は看護職員若しくは介護職員が１人以上確保

されていること。

　　　イ�　利用者の数が10人を超える場合　専ら当該病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）の提供に当

たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の

数を10で除して得た数以上確保されていること。

　　⑶�　病院等基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける

利用者に対して適切なサービスを提供するため、

指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けていること。

第159条及び第171条中「第60条第８項」を「第60条第

９項」に改める。

第189条中「第147条」の次に「、第179条第６項」を、

「次条」とあるのは「第189条」と」の次に「、第179条第

６項中「賃金及び第３項に規定する工賃」とあるのは

「第188条第１項の工賃」と」を加える。

第193条中「第147条」の次に「、第179条第６項」を、

「「第２項及び第３項」と」の次に「、第179条第６項中

「賃金及び第３項に規定する工賃」とあるのは「第192

条第１項の工賃」と」を加える。

第193条の６に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者

が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよ

う努めなければならない。

第193条の７中「過去３年間において平均１人以上、

通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介

護等に係る指定障害福祉サービス事業者」を「生活介

護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過

去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者

が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就

業・生活支援センター」に改める。

第193条の14第１項第２号中「利用者の数の区分」を

「場合の区分」に、「掲げる数」を「定める数」に改め、

同号ア及びイを次のように改める。

　　　ア�　サービス管理責任者が常勤である場合　次の

（�）又は（�）に掲げる利用者の数の区分に応

じ、それぞれ（�）又は（�）に掲げる数

　　　　（�）　利用者の数が60人以下　１人以上

　　　　（�）�　利用者の数が61人以上　１人に、利用者

の数が60人を超えて60又はその端数を増す
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ごとに１人を加えて得た数以上

　　　イ�　ア以外の場合　次の（�）又は（�）に掲げる利

用者の数の区分に応じ、それぞれ（�）又は（�）

に掲げる数

　　　　（�）　利用者の数が30人以下　１人以上

　　　　（�）　�利用者の数が31人以上　１人に、利用者

の数が30人を超えて30又はその端数を増

すごとに１人を加えて得た数以上

第193条の14中第４項を第６項とし、第３項を第５

項とし、第２項の次に次の２項を加える。

３�　指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業

者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令

第27号。以下この条において「指定地域相談支援基

準」という。）第２条第３項に規定する指定地域移行

支援事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指

定自立生活援助の事業と指定地域移行支援（指定地

域相談支援基準第１条第11号に規定する指定地域移

行支援をいう。）の事業を同一の事業所において一体

的に運営している場合にあっては、指定地域相談支

援基準第３条の規定により当該事業所に配置された

相談支援専門員（同条第２項に規定する相談支援専

門員をいう。以下同じ。）を第１項第２号の規定によ

り置くべきサービス管理責任者とみなすことができ

る。

４�　指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業

者（指定地域相談支援基準第39条第３項に規定する

指定地域定着支援事業者をいう。）の指定を併せて

受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定

着支援（指定地域相談支援基準第１条第12号に規定

する指定地域定着支援をいう。）の事業を同一の事業

所において一体的に運営している場合にあっては、

指定地域相談支援基準第40条において準用する指定

地域相談支援基準第３条の規定により当該事業所に

配置された相談支援専門員を第１項第２号の規定に

より置くべきサービス管理責任者とみなすことがで

きる。

第193条の17を次のように改める。

第193条の17　削除

第193条の18の見出し中「訪問」を「訪問等」に改め、

同条中「おおむね週に１回以上、」を「定期的に」に改

め、「より」の次に「、又はテレビ電話装置等を活用す

ることにより」を加える。

第193条の20中「第60条第８項」を「第59条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第193条の20において準用

する次条第１項」と、第60条第９項」に改める。

第194条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、

「効果的に」の次に「行い、又はこれに併せて、居宅に

おける自立した日常生活への移行を希望する入居者に

つき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する

相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立

した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助

を適切かつ効果的に」を加える。

第198条第３項中「援助を」の次に「行い、又はこれ

に併せて居宅における自立した日常生活への移行後の

定着に必要な援助を」を加える。

第198条の４中第４項を第５項とし、第３項を第４

項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。

２�　指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第198条の５に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者

が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよ

う努めなければならない。

第198条の８を第198条の９とし、第198条の７を第

198条の８とし、第198条の６を第198条の７とし、第

198条の５の次に次の１条を加える。

（地域との連携等）

第�198条の６　指定共同生活援助事業者は、指定共同

生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動団体等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。

２�　指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の

提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民

の代表者、共同生活援助について知見を有する者並

びに市の担当者等により構成される協議会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。以下この条及び第200条の10において「地域連携

推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回

以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係

る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を

聴く機会を設けなければならない。

３�　指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の

開催のほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連

携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見

学する機会を設けなければならない。

４�　指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記

録を公表しなければならない。

５�　前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその

提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者によ
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る評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準

ずる措置として市長が定めるものを講じている場合

には、適用しない。

第199条の４に次の２項を加える。

３�　指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定

医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に

規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新

感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対

応を取り決めるよう努めなければならない。

４�　指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二

種協定指定医療機関である場合においては、当該第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければならない。

第200条中「、第76条」を削り、「第198条の８」を「第

198条の９」に改める。

第200条の２中「入浴、排せつ、食事の介護その他の

日常生活上の援助」を「相談、入浴、排せつ若しくは

食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せ

て行われる居宅における自立した日常生活への移行及

び移行後の定着に必要な援助」に改める。

第200条の３中「又は食事」を「若しくは食事」に改

め、「の援助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅

における自立した日常生活への移行及び移行後の定着

に必要な援助」を加える。

第200条の10の見出しを「（地域との連携等）」に改

め、同条第２項中「前項の」の次に「協議会等におけ

る」を加え、同項を同条第７項とし、同条第１項中「、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっ

ては」を削り、「実施状況」の次に「及び第２項の報告、

要望、助言等の内容又は前項の評価の結果」を加え、

同項を同条第６項とし、同条に第１項から第５項まで

として次の５項を加える。

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動団体等と

の連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなけ

ればならない。

２�　日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね１

年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の

運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、

助言等を聴く機会を設けなければならない。

３�　日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１

回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サー

ビス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会

を設けなければならない。

４�　日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

第２項の報告、要望、助言等についての記録を作成

するとともに、当該記録を公表しなければならない。

５�　前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指

定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び

当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置と

して市長が定めるもの（次項に規定するものを除

く。）を講じている場合には、適用しない。

第200条の11中「、第76条」を削り、「第198条の８」

を「第198条の９」に改める。

第200条の12中「相談その他の日常生活上の援助」の

次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立し

た日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」

を加える。

第200条の13中「又は食事」を「若しくは食事」に改

め、「の援助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅

における自立した日常生活への移行及び移行後の定着

に必要な援助」を加える。

第200条の22中「、第76条」を削り、「第198条の７」

を「第198条の８」に、「第198条の５」を「第198条の５

第１項」に、「第198条の６第３項」を「第198条の７第

３項」に改める。

第201条第１項中「、指定医療型児童発達支援事業所

（指定通所支援基準条例第64条第１項に規定する指定

医療型児童発達支援事業所をいう。）」を削り、同条第

２項中「、指定医療型児童発達支援事業所」を削る。

第203条第１項中「第149条の４」を「第149条の５」

に改める。

附則第３項及び第４項中「第198条の６第３項」を

「第198条の７第３項」に、「令和６年３月31日」を「令

和９年３月31日」に改める。

第�２条　川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

目次中

　「　第６節　�基準該当障害福祉サービスに関する

　　　　　　�基準（第160条～第161条）　　　　　」

を

　「　第６節　基準該当障害福祉サービスに関する

　　　　　　�基準（第160条～第161条）

　　第９章の２�　就労選択支援

　　　第１節　基本方針（第161条の２）

　　　第２節　�人員に関する基準（第161条の３・
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　　　　　　　第161条の４）

　　　第３節　設備に関する基準（第161条の５）

　　　第４節　�運営に関する基準（第161条の６～

　　　　　　　第161条の９）　　　　　　　�　　」

に改める。

第４条第１項中「及び第８章」を「、第８章、第９章

及び第10章」に改める。

第９章の次に次の１章を加える。

　　　　第９章の２�　就労選択支援

　　　　　第１節　基本方針

第�161条の２　就労選択支援に係る指定障害福祉サー

ビス（以下「指定就労選択支援」という。）の事業は、

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、省令第６条の７の２に規定する者に

つき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供

を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価

並びに省令第６条の７の３に規定する事項の整理を

行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の

結果に基づき、省令第６条の７の４に規定する便宜

を適切かつ効果的に供与するものでなければならな

い。

　　　　　第２節　人員に関する基準

（従業者の員数）

第�161条の３　指定就労選択支援の事業を行う者（以

下「指定就労選択支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業所」と

いう。）に置くべき就労選択支援員（指定就労選択支

援の提供に当たる者として基準省令第173条の３第

１項に規定する厚生労働大臣が定めるものをいう。

以下同じ。）の数は、指定就労選択支援事業所ごと

に、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た

数以上とする。

２�　前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

３�　第１項に規定する指定就労選択支援事業所の就労

選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の

職務に従事する者でなければならない。ただし、利

用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

（準用）

第�161条の４　第52条の規定は、指定就労選択支援の

事業について準用する。

　　　　　第３節　設備に関する基準

（準用）

第�161条の５　第83条の規定は、指定就労選択支援の

事業について準用する。

　　　　　第４節　運営に関する基準

（実施主体）

第�161条の６　指定就労選択支援事業者は、就労移行

支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス

事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業

所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用

されたものその他のこれらと同等の障害者に対する

就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める事

業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第�161条の７　指定就労選択支援事業者は、短期間の

生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関す

る適性、知識及び能力の評価並びに省令第６条の７

の３に規定する事項の整理（以下この節において

「アセスメント」という。）を行うものとする。

２�　障害者就業・生活支援センターその他の機関がア

セスメントと同様の評価及び整理を実施した場合に

は、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及

び整理をもって、アセスメントの実施に代えること

ができる。この場合において、指定就労選択支援事

業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメン

トの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者そ

の他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者

就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該

会議への参加その他の必要な協力を求めることがで

きる。

３�　指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果

の作成に当たり、利用者及び市、指定特定相談支援

事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当

者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を開催し、当該利用

者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、

当該担当者等に意見を求めるものとする。

４�　指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果

を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及

び指定特定相談支援事業者等に提供しなければなら

ない。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第�161条の８　指定就労選択支援事業者は、アセスメ

ントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、

障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と

の連絡調整を行わなければならない。

２�　指定就労選択支援事業者は、法第89条の３第１項

に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定

所への訪問等により、地域における就労支援に係る

社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集

に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資す

る情報を提供するよう努めなければならない。

（準用）

第�161条の９　第10条から第21条まで、第24条、第29

条、第34条の２、第36条の２から第42条まで、第59
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条、第62条、第68条、第70条から第72条まで、第76

条、第77条（第２項第２号を除く。）、第86条、第87

条、第88条から第94条まで、第146条及び第157条の

２の規定は、指定就労選択支援の事業について準用

する。この場合において、第10条第１項中「第32条」

とあるのは「第161条の９において準用する第91条」

と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

161条の９において準用する第146条第１項」と、第

24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第161条

の９において準用する第146条第２項」と、第59条第

１項中「次条第１項に規定する療養介護計画に基づ

き、利用者」とあるのは「利用者」と、第77条第２項

第１号中「第55条第１項」とあるのは「第161条の９

において準用する第20条第１項」と、同項第３号中

「第67条」とあるのは「第161条の９において準用す

る第90条」と、同項第４号から第６号までの規定中

「次条」とあるのは「第161条の９」と、第91条中「第

94条第１項」とあるのは「第161条の９において準用

する第94条第１項」と、第94条第１項中「前条」とあ

るのは「第161条の９において準用する前条」と、第

157条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自

立訓練を受ける者及び基準省令第170条の２第１項

に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあ

るのは「支給決定障害者（基準省令第173条の９にお

いて準用する基準省令第170条の２第１項に規定す

る厚生労働大臣が定める者に限る。）」と、同条第２

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び基準省令第170条の２第２項に規定する厚

生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給

決定障害者（基準省令第173条の９において準用す

る基準省令第170条の２第２項に規定する厚生労働

大臣が定める者を除く。）」と読み替えるものとする。

第170条の次に次の１条を加える。

（就労選択支援に関する情報提供）

第�170条の２　指定就労移行支援事業者は、利用者に

対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的

に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

第184条中「及び第147条」を「、第147条及び第170条

の２」に改める。

第189条及び第193条中「第147条」の次に「、第170条

の２」を加える。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第104号）附則第１条第４号に掲げる

規定の施行の日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日から令和７年３月31日までの

間、改正後の条例（以下「新条例」という。）第198条の

６（新条例第200条の22において準用する場合を含む。

以下同じ。）及び第200条の10の規定の適用については、

新条例第198条の６第２項及び第３項並びに第200条の

10第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは「設

けるよう努めなければ」と、新条例第198条の６第４項

及び第200条の10第４項中「公表しなければ」とあるの

は「公表するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第31号

川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例

川崎市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する

条例（平成24年川崎市条例第70号）の一部を次のように

改正する。

第３条に次の２項を加える。

４�　障害者支援施設の設置者は、利用者の自己決定の尊

重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生

活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的

に確認するとともに、法第77条第３項各号に掲げる事

業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支

援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に

沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければ

ならない。

５�　障害者支援施設の設置者は、利用者の当該障害者支

援施設以外における指定障害福祉サービス等（法第29

条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。

以下同じ。）の利用状況等を把握するとともに、利用者

の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、

利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、

一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連

携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

第11条第１項第２号イ及びオ並びに第３号ア及びエ中

「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に

改める。

第18条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。

２�　障害者支援施設の設置者は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の

意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

第19条第２項中「この条において」を削り、「行い」を
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「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。

この場合において、サービス管理責任者は、第20条

の３第１項の地域移行等意向確認担当者（以下「地域

移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の

地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとす

る。

第19条第10項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を

「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条中第９項

を第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利

用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支

援（法第51条の17第２項に規定する指定計画相談支援を

いう。）を行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条

第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７

項とし、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用

者」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者

を含む。）」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に

対する意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項

を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項

を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３�　サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者

の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握

しなければならない。

第20条に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が

自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適

切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

第20条の次に次の２条を加える。

（地域との連携等）

第�20条の２　障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉

サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動団体等との連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。

２�　障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サービス

の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民

の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有す

る者並びに市の担当者等により構成される協議会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）（以下この条において「地域連携推進会議」とい

う。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推

進会議において、事業の運営に係る状況を報告すると

ともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。

３�　障害者支援施設の設置者は、前項に規定する地域連

携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、

地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学す

る機会を設けなければならない。

４�　障害者支援施設の設置者は、第２項の報告、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければならない。

５�　前３項の規定は、障害者支援施設がその提供する施

設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評価及

び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置と

して市長が定めるものを講じている場合には、適用し

ない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第�20条の３　障害者支援施設の設置者は、利用者の地域

生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該障害

者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利

用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外

における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向

の定期的な確認（以下この条において「地域移行等意

向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意

向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等

意向確認担当者を選任しなければならない。

２�　地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づ

き、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの

際に地域移行等意向確認等において把握し、又は確認

した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、

当該内容を第19条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。

３�　地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認

等に当たっては、法第77条第３項各号に掲げる事業を

行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事

業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービス

の体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行

に向けた支援を行うよう努めなければならない。

第40条に次の２項を加える。

３�　障害者支援施設の設置者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めなければならない。

４�　障害者支援施設の設置者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。
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第44条を次のように改める。

第44条　削除

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第20条の２の規定の適用については、

同条第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは

「設けるよう努めなければ」と、同条第４項中「公表し

なければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と

する。

３�　施行日から令和８年３月31日までの間、新条例第20

条の３の規定の適用については、同条第１項中「選任

しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」

と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告

するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第32号

川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正

する条例

川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（平成24年川崎市条例第71号）の一部

を次のように改正する。

第４条に次の２項を加える。

４�　指定障害者支援施設の設置者は、利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地

域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定

期的に確認するとともに、法第77条第３項各号に掲げ

る事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望

に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなけれ

ばならない。

５�　指定障害者支援施設の設置者は、利用者の当該指定

障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等

の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当

該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相

談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図

りつつ、必要な援助を行わなければならない。

第５条第１項第１号イ及びオ並びに第２号ア及びエ中

「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に

改める。

第26条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。

２�　指定障害者支援施設の設置者は、利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第27条第２項中「この条において」を削り、「行い」を

「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。

この場合において、サービス管理責任者は、第28条

の３第１項の地域移行等意向確認担当者（以下「地域

移行等意向確認担当者」という。）が把握した利用者の

地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとす

る。

第27条第10項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を

「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条中第９項

を第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利

用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支

援を行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６

項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項と

し、同条第５項中「利用者」の次に「及び当該利用者」を、

「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含

む。）」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対す

る意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同

条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を第

４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３�　サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者

の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握

しなければならない。

第28条に次の１項を加える。

２�　サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、

利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が

自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適

切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

第28条の次に次の２条を加える。

（地域との連携等）

第�28条の２　指定障害者支援施設の設置者は、施設障害

福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動団体等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。

２�　指定障害者支援施設の設置者は、施設障害福祉サー

ビスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域
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住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を

有する者並びに市の担当者等により構成される協議会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）（以下この条において「地域連携推進会議」

という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連

携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告す

るとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。

３�　指定障害者支援施設の設置者は、前項に規定する地

域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以

上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設

を見学する機会を設けなければならない。

４�　指定障害者支援施設の設置者は、第２項の報告、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。

５�　前３項の規定は、指定障害者支援施設がその提供す

る施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による評

価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措

置として市長が定めるものを講じている場合には、適

用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第�28条の３　指定障害者支援施設の設置者は、利用者の

地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該

指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービ

ス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者

支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用

に関する意向の定期的な確認（以下この条において

「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、

地域移行等意向確認等に関する指針を定めるととも

に、地域移行等意向確認担当者を選任しなければなら

ない。

２�　地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づ

き、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの

際に地域移行等意向確認等において把握し、又は確認

した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、

当該内容を第27条第６項に規定する施設障害福祉サー

ビス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。

３�　地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認

等に当たっては、法第77条第３項各号に掲げる事業を

行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事

業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービス

の体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行

に向けた支援を行うよう努めなければならない。

第51条に次の２項を加える。

３�　指定障害者支援施設の設置者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めなければならない。

４�　指定障害者支援施設の設置者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

第58条を次のように改める。

第58条　削除

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第28条の２の規定の適用については、

同条第２項及び第３項中「設けなければ」とあるのは

「設けるよう努めなければ」と、同条第４項中「公表し

なければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と

する。

３�　施行日から令和８年３月31日までの間、新条例第28

条の３の規定の適用については、同条第１項中「選任

しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」

と、同条第２項中「報告しなければ」とあるのは「報告

するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第33号

川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例

川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する

条例（平成24年川崎市条例第76号）の一部を次のように

改正する。

第13条第５項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第26条を次のように改める。

（協力医療機関等）

第�26条　養護老人ホームの設置者は、入所者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要

件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力

医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなけ

ればならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機

関として定めることにより当該各号の要件を満たすこ

ととしても差し支えない。
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　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保しているこ

と。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該養

護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療

機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められ

た入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保

していること。

２�　養護老人ホームの設置者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。

３�　養護老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めなければならない。

４�　養護老人ホームの設置者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

５�　養護老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状

が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該養護老人ホームに速やかに入所させることができ

るように努めなければならない。

６�　養護老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科

医療機関を定めておくよう努めなければならない。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日から令和９年３月31日までの

間、改正後の条例第26条第１項の規定の適用について

は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定め

ておくよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第34号

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例

川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関

する条例（平成24年川崎市条例第75号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「第32条の２」を「第32条の３」に改める。

第12条に次の２項を加える。

８�　特別養護老人ホーム（過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条第

２項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、

入所定員が30人の特別養護老人ホームに限る。以下こ

の項及び次項において同じ。）に川崎市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第81号。以下「指定居宅サー

ビス等基準条例」という。）第148条第１項に規定する

指定短期入所生活介護事業所又は川崎市指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第

83号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」とい

う。）第132条第１項に規定する指定介護予防短期入所

生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合においては、当該指定

短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特

別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活

介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことができる。

９�　特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例

第100条第１項に規定する指定通所介護事業所、指定

短期入所生活介護事業所等、川崎市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指定地域

密着型サービス基準条例」という。）第60条の３第１項

に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域

密着型サービス基準条例第62条第１項に規定する併設

型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は

川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例（平成24年川崎市条例第84号。以下

「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」とい

う。）第６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては、当該併設される事業所の生活相談員、

栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者に

ついては、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄

養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職
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員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。

第23条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力

を得て、当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条

に次の１項を加える。

２�　特別養護老人ホームの設置者は、前項の医師及び協

力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等

における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急

時等における対応方法の変更を行わなければならない。

第24条第２項中「第32条の２」を「第32条の３」に改め

る。

第28条を次のように改める。

（協力医療機関等）

第�28条　特別養護老人ホームの設置者は、入所者の病状

の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げ

る要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす

協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておか

なければならない。ただし、複数の医療機関を協力医

療機関として定めることにより当該各号の要件を満た

すこととしても差し支えない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該特

別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の

医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を

確保していること。

２�　特別養護老人ホームの設置者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合

等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。

３�　特別養護老人ホームの設置者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めなければならない。

４�　特別養護老人ホームの設置者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

５�　特別養護老人ホームの設置者は、入所者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の

病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させるこ

とができるように努めなければならない。

６�　特別養護老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力

歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

第２章中第32条の２の次に次の１条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設

置）

第�32条の３　特別養護老人ホームの設置者は、当該特別

養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催しなければならない。

第41条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項

を加える。

５�　ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニッ

ト型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなけ

ればならない。

第43条中「第32条の２」を「第32条の３」に改める。

第46条第11項中「川崎市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川

崎市条例第81号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第148条第１項に規定する指定短期入所生活介

護事業所又は川崎市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第83号。以下「指定介護予防

サービス等基準条例」という。）第132条第１項に規定す

る指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短

期入所生活介護事業所等」という。）」を「指定短期入所生

活介護事業所等」に改め、同条第12項中「川崎市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指定

地域密着型サービス基準条例」という。）」を「指定地域密

着型サービス基準条例」に、「川崎市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例（平成24年川崎市

条例第84号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基

準条例」という。）」を「指定地域密着型介護予防サービス

基準条例」に改める。

第49条中「、第32条及び第32条の２の」を「及び第32条
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から第32条の３までの」に、「から第32条の２まで」を「か

ら第32条の３まで」に、「、第32条及び第32条の２」」を

「及び第32条から第32条の３まで」」に改める。

第53条中「第32条、第32条の２、第34条」を「第32条か

ら第32条の３まで、第34条」に、「第32条の２まで」を「第

32条の３まで」に、「第32条、第32条の２、第35条」を「第

32条から第32条の３まで、第35条」に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和９年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第28条第１項（新条例第43条、第49条

及び第53条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、新条例第28条第１項中「定めておかな

ければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」

とする。

３�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第32

条の３（新条例第43条、第49条及び第53条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例

第32条の３中「しなければ」とあるのは、「するよう努

めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第35号

川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例等の一

部を改正する条例

（川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

　運営の基準等に関する条例の一部改正）

第�１条　川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例

第81号）の一部を次のように改正する。

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第９条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。第277条第１項において

同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

第24条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。

第42条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５

号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。

　　⑶�　第24条第４号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第44条ただし書及び第50条ただし書中「同一敷地内

にある」を削る。

第54条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、

第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第58条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

　　⑵�　第54条第４号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第61条ただし書及び第101条ただし書中「同一敷地内

にある」を削る。

第105条第３号中「身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）」を

「身体的拘束等」に改める。

第133条ただし書及び第149条ただし書中「同一敷地

内にある」を削る。

第155条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の

１項を加える。

６�　指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の
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適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第166条の次に次の１条を加える。

�（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会の設置）

第�166条の２　指定短期入所生活介護事業者は、当該

指定短期入所生活介護事業所における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所

生活介護事業所における利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催しなければならない。

第174条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の

１項を加える。

８�　ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第179条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の

１項を加える。

５�　ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者

は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。

第184条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第190条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号

に該当するものを除く。）」を削り、同号を同項第２号

とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に改め、「及

び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項中

第５号を第４号とする。

第191条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号

に該当するものを除く。）」を削り、同号を同項第２号

とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に改め、同号

を同項第３号とし、同項中第５号を第４号とし、同条

第２項中「前項第３号又は第４号」を「前項第２号又は

第３号」に改める。

第192条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又

は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保険法施

行令第４条第２項に規定する病床により構成される病

棟をいう。以下同じ。）」を削る。

第194条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の

１項を加える。

６�　指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第202条第２号中「若しくは診療所又は老人性認知

症疾患療養病棟を有する病院」を「又は診療所」に改

め、「又は老人性認知症疾患療養病棟」を削る。

第204条中「及び第166条」を「、第166条及び第166条

の２」に改める。

第207条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介

護の」を「介護老人保健施設であるユニット型指定短

期入所療養介護の」に、「次のとおりとする」を「介護

老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有

することとする。」に改め、同項各号を削り、同条第２

項中「第194条第１項に規定する設備」を「第194条第１

項から第４項までに規定する設備」に、「前項」を「前

各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の

次に次の３項を加える。

２�　療養病床を有する病院であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと

おりとする。

　　⑴�　療養病床を有する病院であるユニット型指定短

期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有

しなければならない。
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　　⑵�　療養病床を有する病院であるユニット型指定短

期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓

練室及び浴室については、次の基準を満たさなけ

ればならない。

　　　ア�　ユニット

　　　　(�)　病室

　　　　　　ａ�　１の病室の定員は、１人とすること。

ただし、利用者への指定短期入所療養介

護の提供上必要と認められる場合は、２

人とすることができる。

　　　　　　ｂ�　病室は、いずれかのユニットに属する

ものとし、当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。ただし、

１のユニットの利用者の定員は、原則と

しておおむね10人以下とし、15人を超え

ないものとすること。

　　　　　　ｃ�　１の病室の床面積等は、10.65平方メー

トル以上とすること。ただし、ａただし

書の場合にあっては、21.3平方メートル

以上とすること。

　　　　　　ｄ�　ブザー又はこれに代わる設備を設ける

こと。

　　　　(�)　共同生活室

　　　　　　ａ�　共同生活室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの利用者

が交流し、共同で日常生活を営むための

場所としてふさわしい形状を有すること。

　　　　　　ｂ�　１の共同生活室の床面積は、２平方

メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。

　　　　　　ｃ�　必要な設備及び備品を備えること。

　　　　(�)　洗面設備

　　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活

室ごとに適当数設けること。

　　　　　　ｂ�　身体の不自由な者の使用に適したもの

とすること。

　　　　(�)　便所

　　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活

室ごとに適当数設けること。

　　　　　　ｂ�　ブザー又はこれに代わる設備を設ける

とともに、身体の不自由な者の使用に適

したものとすること。

　　　イ�　廊下　幅は、1.8メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とす

ること。

　　　ウ�　機能訓練室　内法
のり

による測定で40平方メート

ル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を

備えること。

　　　エ�　浴室�身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。

　　⑶�　前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供す

るものでなければならない。ただし、利用者に対

する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。

　　⑷�　第２号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則

（昭和23年厚生省令第50号）第21条第３号に規定

する食堂とみなす。

　　⑸�　前各号に規定するもののほか、療養病床を有す

る病院であるユニット型指定短期入所療養介護事

業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を設けることとする。

３�　療養病床を有する診療所であるユニット型指定短

期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次の

とおりとする。

　　⑴�　療養病床を有する診療所であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を

有しなければならない。

　　⑵�　療養病床を有する診療所であるユニット型指定

短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能

訓練室及び浴室については、次の基準を満たさな

ければならない。

　　　ア�　ユニット

　　　　(�)　病室

　　　　　　ａ�　１の病室の定員は、１人とすること。

ただし、利用者への指定短期入所療養介

護の提供上必要と認められる場合は、２

人とすることができる。

　　　　　　ｂ�　病室は、いずれかのユニットに属する

ものとし、当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。ただし、

１のユニットの利用者の定員は、原則と

しておおむね10人以下とし、15人を超え

ないものとすること。

　　　　　　ｃ�　１の病室の床面積等は、10.65平方メー

トル以上とすること。ただし、ａただし

書の場合にあっては、21.3平方メートル

以上とすること。

　　　　　　ｄ�　ブザー又はこれに代わる設備を設ける

こと。

　　　　(�)　共同生活室

　　　　　　ａ�　共同生活室は、いずれかのユニットに

属するものとし、当該ユニットの利用者

が交流し、共同で日常生活を営むための

場所としてふさわしい形状を有すること。
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　　　　　　ｂ�　１の共同生活室の床面積は、２平方

メートルに当該共同生活室が属するユ

ニットの利用者の定員を乗じて得た面積

以上を標準とすること。

　　　　　　ｃ�　必要な設備及び備品を備えること。

　　　　(�)　洗面設備

　　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活

室ごとに適当数設けること。

　　　　　　ｂ�　身体の不自由な者の使用に適したもの

とすること。

　　　　(�)　便所

　　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活

室ごとに適当数設けること。

　　　　　　ｂ�　ブザー又はこれに代わる設備を設ける

とともに、身体の不自由な者の使用に適

したものとすること。

　　　イ�　廊下　幅は、1.8メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とす

ること。

　　　ウ�　機能訓練室　機能訓練を行うために十分な広

さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

　　　エ�　浴室　身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。

　　⑶�　前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供す

るものでなければならない。ただし、利用者に対

する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。

　　⑷�　第２号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則

第21条の４において準用する同省令第21条第３号

に規定する食堂とみなす。

　　⑸�　前各号に規定するもののほか、療養病床を有す

る診療所であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備を設けることとする。

４�　介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介

護事業所の設備に関する基準は、介護医療院として

必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院

に関するものに限る。）を有することとする。

第209条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の

１項を加える。

８�　ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第214条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の

１項を加える。

５�　ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者

は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。

第215条中第２号を削り、第３号を第２号とする。

第218条に次の１項を加える。

９�　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合におけ

る第１項第２号ア及び第２項第２号アの規定の適用

については、これらの規定中「１人」とあるのは、

「0.9人」とする。

　　⑴�　第237条において準用する第166条の２に規定す

る委員会において、利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための

取組に関する次に掲げる事項について必要な検討

を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認して

いること。

　　　ア�　利用者の安全及びケアの質の確保

　　　イ�　特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への

配慮

　　　ウ�　緊急時の体制整備

　　　エ�　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に

資する機器（次号において「介護機器」とい

う。）の定期的な点検

　　　オ�　特定施設従業者に対する研修

　　⑵�　介護機器を複数種類活用していること。

　　⑶�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間

の適切な役割分担を行っていること。

　　⑷�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減を図るための取組による介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。

第219条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第228条の次に次の１条を加える。

（口腔衛生の管理）

第�228条の２　指定特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生

活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を

整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を

計画的に行わなければならない。　

第234条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。
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２�　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規

定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次

に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。

　　⑴�　利用者の病状が急変した場合等において医師又

は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保し

ていること。

　　⑵�　当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの

診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。

３�　指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１

回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急

変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

４�　指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第

二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同

条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発

生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。

５�　指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療

機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。

６�　指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が

協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当

該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。

第237条中「及び第159条」を「、第159条及び第166条

の２」に改める。

第241条ただし書及び第251条ただし書中「同一敷地

内にある」を削る。

第255条中第６号を第９号とし、第５号を第８号と

し、第４号を第５号とし、同号の次に次の２号を加え

る。

　　⑹�　指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

　　⑺�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第255条中第３号を第４号とし、第２号を第３号と

し、第１号の次に次の１号を加える。

　⑵�　福祉用具及び特定福祉用具のいずれにも該当する

もの（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定福

祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉

用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選

択できることについて十分な説明を行った上で、利

用者の当該選択に当たって必要な情報を提供すると

ともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用

者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

第256条第１項中「内容等を記載した計画（以下「福

祉用具貸与計画」という。）」を「内容、福祉用具貸与計

画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリ

ング」という。）を行う時期等を記載した福祉用具貸与

計画」に改め、同条中第６項を第８項とし、第５項中

「福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画

の実施状況の把握を行い」を「モニタリングの結果を

踏まえ」に改め、同項を同条第７項とし、第４項の次

に次の２項を加える。

５�　福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成

後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象

福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始

時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行

い、その継続の必要性について検討を行うものとす

る。

６�　福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記

録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービ

ス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告し

なければならない。

第261条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前

項」に改め、同条中第３項を第４項に改め、第２項の

次に次の１項を加える。

３�　指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第262条第２項中第６号を第７号とし、第３号から

第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１

号を加える。

　　⑶�　第255条第７号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録

第268条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第273条中第４号を第８号とし、第３号を第４号と

し、同号の次に次の３号を加える。



川 崎 市 公 報

－2336－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

　　⑸�　対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提

供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、

販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努め

るとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修

理等を行うよう努めるものとする。

　　⑹�　指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

　　⑺�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第273条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の

１号を加える。

　　⑵�　対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提

供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は

指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できるこ

とについて十分な説明を行った上で、利用者の当

該選択に当たって必要な情報を提供するととも

に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利

用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものと

する。

第274条に次の１項を加える。

５�　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定

特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用

具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に

記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

第275条中第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

　　⑶�　第273条第７号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録

第277条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）」を削る。

第�２条　川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

第66条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削

る。

第72条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、

第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第78条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、

第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

　　⑸�　第72条第４号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第81条第３項中「第80条第１項に規定する人員」を

「第80条第１項から第３項までに規定する人員」に、「、

第１項」を「、前３項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。

３�　指定訪問リハビリテーション事業所が法第72条第

１項の規定により法第41条第１項本文の指定があっ

たものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療

院である場合については、介護老人保健施設の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11

年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」

という。）第２条又は介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準（平成30年厚生労働省令

第５号。以下「介護医療院基準」という。）第４条に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなす。

第85条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、

第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定訪問リハビリテーションの提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第86条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項

を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３

項の次に次の１項を加える。

４�　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

は、リハビリテーションを受けていた医療機関から

退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画

の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハ

ビリテーション実施計画書等により、当該利用者に

係るリハビリテーションの情報を把握しなければな

らない。

第88条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、

第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

　　⑶�　第85条第４号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊
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急やむを得ない理由の記録

第95条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第

６号までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号

を加える。

　　⑷�　指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

　　⑸�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第95条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第

６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号

を加える。

　　⑶�　指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第95条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第97条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

　　⑵�　第95条第１項第５号、第２項第４号及び第３項

第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録

第137条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」

を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

３項の次に次の１項を加える。

４�　指定通所リハビリテーション事業所が法第72条第

１項の規定により法第41条第１項本文の指定があっ

たものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療

院である場合については、介護老人保健施設基準第

２条又は介護医療院基準第４条に規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たしているものとみなす。

第141条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同

項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、第

４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４�　医師等の従業者は、リハビリテーションを受けて

いた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビ

リテーション計画の作成に当たっては、当該医療機

関が作成したリハビリテーション実施計画書等によ

り、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を

把握しなければならない。

�（川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正）

第�３条　川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

（令和３年川崎市条例第28号）の一部を次のように改正

する。

附則第２項を次のように改める。

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）か

ら令和９年３月31日までの間、改正後の条例（以下

「新条例」という。）第４条第３項（新条例第91条第１

項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用さ

れる場合に限る。）及び第40条の２（新条例第98条に

おいて準用する場合に限る。）の規定の適用について

はこれらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じ

るように努めなければ」とし、新条例第96条の規定

の適用については同条中「、次に」とあるのは「、虐

待の防止のための措置に関する事項に関する規程を

定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置

に関する事項を除く。）」とする。

附則第３項を次のように改める。

３�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

32条の２（新条例第98条において準用する場合に限

る。）の規定の適用については、新条例第32条の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努め

なければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあ

るのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３

項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、同年６月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、第１条の規定による改正

後の条例（以下「新条例」という。）第34条第３項（新条

例第42条の３、第47条、第59条、第63条、第79条、第

89条、第98条、第113条、第115条、第135条、第146条、

第168条（新条例第181条において準用する場合を含
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む。）、第181条の３、第188条、第204条（新条例第216

条において準用する場合を含む。）、第237条及び第248

条において準用する場合を含む。）及び新条例第261条

第３項（新条例第265条及び第276条において準用する

場合を含む。）の規定は、適用しない。

３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第

155条第６項（新条例第181条の３及び第188条において

準用する場合を含む。）、第174条第８項、第194条第６

項及び第209条第８項の規定の適用については、これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう

努めなければ」とする。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

166条の２（新条例第181条、第181条の３、第188条、

第204条（新条例第216条において準用する場合を含

む。）及び第237条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、新条例第166条の２中「しなけれ

ば」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

５�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

228条の２の規定の適用については、同条中「行わなけ

れば」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第36号

川崎市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例

川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82

号）の一部を次のように改正する。

第３条中「介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第

36号。以下「施行規則」という。）第17条の12に規定する

看護小規模多機能型居宅介護」を「法第８条第23項第１

号に規定するもの」に改める。

第６条第１号中「施行規則」を「介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）」

に改める。

第７条第５項中第11号を削り、第12号を第11号とし、

同条第６項ただし書中「施設」を「敷地」に改める。

第８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第10条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第205条第１項において同じ。）に係る記録媒体

をいう。）」に改める。

第25条中第９号を第11号とし、第８号を第10号とし、

第７号の次に次の２号を加える。

　⑻�　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

　⑼�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならない。

第35条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条にお

いて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に

改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。

第43条第２項中第８号を第９号とし、第５号から第７

号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加

える。

　⑸�　第25条第９号の規定による身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由の記録

第48条第４項中第11号を削り、第12号を第11号とする。

第49条ただし書中「同一敷地内の」を削る。

第52条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、

第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。

　⑸�　指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

　⑹�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならない。

第59条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

　⑶�　第52条第６号の規定による身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由の記録

第60条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第60条の９第５号中「その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）」を「等」に改める。

第60条の24第１項ただし書及び第63条第１項ただし書

中「同一敷地内にある」を削る。
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第66条第２項中「介護保険施設若しくは」の次に「健康

保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）

第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規

定する」を加える。

第67条第１項中「同一敷地内にある」を削る。

第72条第１項中「及び次条」を削る。

第83条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和23

年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床

を有する診療所であるものに限る。）」を削る。

第84条第１項ただし書を次のように改める。

ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施

設等の職務に従事させることができる。

第84条第３項中「第194条第２項」を「第194条第３項」

に改める。

第93条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、

第６号の次に次の１号を加える。

　⑺�　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

　　ア�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　イ�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　ウ�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第107条の次に次の１条を加える。

�（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置）

第�107条の２　指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務

の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の

向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

しなければならない。

第112条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び

「若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所

若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削

る。

第122条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷

地内にあること等により」を削る。

第126条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、

第１項の次に次の５項を加える。

２�　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規

定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に

掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努め

なければならない。

　⑴�　利用者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの

診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。

３�　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１

回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、市長に届け出なければならない。

４�　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第二種協

定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。

５�　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療

機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わなければなら

ない。

６�　指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が

協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該

利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させることができるように努めなけ

ればならない。

第129条中「及び第105条」を「、第105条及び第107条の

２」に改める。

第131条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、

同条に次の１項を加える。

11�　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における

第１項第２号アの規定の適用については、当該規定中

「１人」とあるのは、「0.9人」とする。

　⑴�　第150条において準用する第107条の２に規定する

委員会において、利用者の安全並びに介護サービス
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の質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、

及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

　　ア�　利用者の安全及びケアの質の確保

　　イ�　地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務

状況への配慮

　　ウ�　緊急時の体制整備

　　エ�　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資

する機器（次号において「介護機器」という。）の

定期的な点検

　　オ�　地域密着型特定施設従業者に対する研修

　⑵�　介護機器を複数種類活用していること。

　⑶�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減を図るため、地域密着型特定施設従

業者間の適切な役割分担を行っていること。

　⑷�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減を図るための取組による介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると

認められること。

第132条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第148条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。

２�　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。

　⑴�　利用者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者からの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。

３�　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

４�　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

５�　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

６�　指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に

速やかに入居させることができるように努めなければ

ならない。

第150条中「及び第100条」を「、第100条及び第107条の

２」に改める。

第152条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、

「又は介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合

に限る。）」を削る。

第154条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和23年法

律第205号）」を加える。

第167条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協

力を得て、当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同

条に次の１項を加える。

２�　指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及

び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急

時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて

緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。

第168条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第169条第５号及び第６号中「を記録する」を「の記録

を行う」に改め、同条第７号中「記録する」を「の記録を

行う」に改める。

第174条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条

第１項中「入院治療を必要とする入所者のために」を「入

所者の病状の急変等に備えるため」に、「協力病院」を「次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要

件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に

改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定め

ることにより当該各号の要件を満たすこととしても差

し支えない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常

時確保していること。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を

要すると認められた入所者の入院を原則として受け

入れる体制を確保していること。

第174条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４

項を加える。

２�　指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、１年

に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

３�　指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、第二



川 崎 市 公 報

－2341－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。

４�　指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、協力

医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければな

らない。

５�　指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所

者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるように努めなけ

ればならない。

第179条中「第４項まで」の次に「及び第107条の２」を

加える。

第189条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１

項を加える。

５�　ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理

者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。

第191条中「第４項まで」の次に「、第107条の２」を加

える。

第192条中「施行規則第17条の12に規定する看護小規

模多機能型居宅介護」を「法第８条第23項第１号に規定

するもの」に改める。

第193条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。

第194条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び

「若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。

第199条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用

者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若し

くは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並

びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同

条中第11号を第12号とし、第７号から第10号までを１号

ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。

　⑺�　指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

　　ア�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、看護小規模多機能型

居宅介護従業者に周知徹底を図ること。

　　イ�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　ウ�　看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身

体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。

第204条中「及び第107条」を「、第107条及び第107条の

２」に改める。

第205条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第35条第３項（新条例第60条、第60条

の20、第60条の20の３、第60条の38、第81条、第109条、

第129条、第150条、第179条、第191条及び第204条に

おいて準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第93

条第７号及び第199条第７号の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じる

よう努めなければ」とする。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

107条の２（新条例第129条、第150条、第179条、第191

条及び第204条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、新条例第107条の２中「しなけれ

ば」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

５�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

174条第１項（新条例第191条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「定めておか

なければ」とあるのは、「定めておくよう努めなけれ

ば」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第37号

川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正

する条例

川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準等に関する条例（平成25年川崎市条例第60号）の一部

を次のように改正する。

第４条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以

下「地域包括支援センター」という。）」を加える。

第５条第２項中「が35人」を「（当該指定居宅介護支援

事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け

て、又は法第115条の23第３項の規定により地域包括支
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援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から

委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指

定介護予防支援を行う場合にあっては、当該指定居宅介

護支援事業所における指定居宅介護支援の利用者の数

に、当該指定居宅介護支援事業所における指定介護予防

支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次

項において同じ。）が44人」に改め、同条に次の１項を加

える。

３�　前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所

が、公益社団法人国民健康保険中央会（昭和34年１月

１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立

された法人をいう。）が運用及び管理を行う、指定居宅

介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用

に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情

報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、

事務職員を配置している場合における第１項に規定す

る員数の基準は、利用者の数が49人又はその端数を増

すごとに１人とする。

第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。

第７条第２項中「、前６月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型

通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占め

る割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介

護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者

又は指定地域密着型サービス事業者によって提供された

ものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項と

し、同条第７項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項

第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項と

し、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第７

項」を「第８項」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第34条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。

３�　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪

問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所

介護（以下この項において「訪問介護等」という。）が

それぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占め

る割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービ

ス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって

提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解

を得るよう努めなければならない。

第16条第２号の次に次の２号を加える。

⑵�の２　指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。

⑵�の３　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第16条第13号の２中「若しくは歯科医師」を「等」に改

め、同条第14号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、

同号中イをウとし、アの次に次のように加える。

　　イ�　アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問す

ることによって行うこと。ただし、次のいずれに

も該当する場合であって、少なくとも２月に１回、

利用者の居宅を訪問し、利用者と面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ

電話装置等を活用して、利用者と面接することが

できるものとする。

　　　(�)�　テレビ電話装置等を活用して面接を行うこ

とについて、文書により利用者の同意を得て

いること。

　　　(�)�　サービス担当者会議等において、次に掲げ

る事項について主治の医師、担当者その他の

関係者の合意を得ていること。

　　　　ａ�　利用者の心身の状況が安定していること。

　　　　ｂ�　利用者がテレビ電話装置等を活用して意思

疎通を行うことができること。

　　　　ｃ�　介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用

したモニタリングでは把握できない情報につ

いて、担当者から提供を受けること。

第16条第26号中「基づき、」の次に「地域包括支援セン

ターの設置者である」を加える。

第25条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条にお

いて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に

改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。

第32条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号
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とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

　⑶�　第16条第２号の３の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第34条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日から令和７年３月31日までの

間、改正後の条例第25条第３項（同条例第33条におい

て準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

　　　───────────────────

川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第38号

川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例

川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例（平成24年川崎市条例第78号）の一部

を次のように改正する。

第４条第10項中「平成24年川崎市条例第82号」の次に

「。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。」を

加え、同条に次の３項を加える。

11�　指定介護老人福祉施設（過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条

第２項の規定により公示された過疎地域に所在し、か

つ、入所定員が30人のものに限る。以下この条におい

て同じ。）に川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市

条例第81号。以下「指定居宅サービス等基準条例」と

いう。）第148条第１項に規定する指定短期入所生活介

護事業所又は川崎市指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関

する条例（平成24年川崎市条例第83号。以下「指定介

護予防サービス等基準条例」という。）第132条第１項

に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以

下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が併設

される場合においては、当該指定短期入所生活介護事

業所等の医師については、当該指定介護老人福祉施設

の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利

用者の健康管理が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。

12�　指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準条

例第100条第１項に規定する指定通所介護事業所、指

定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービ

ス基準条例第60条の３第１項に規定する指定地域密着

型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準条例

第62条第１項に規定する併設型指定認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所又は川崎市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成24

年川崎市条例第84号。以下「指定地域密着型介護予防

サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定する

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行

う事業所が併設される場合においては、当該併設され

る事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員に

ついては、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、

栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により

当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、これを置かないことができる。

13�　指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基

準条例第83条第１項に規定する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準条例第

193条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所が併設される場合においては、当該指定介

護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併

設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護

老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができる。

第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・

ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第56条第１項において同じ。）に係る記録媒体を

いう。）」に改める。

第25条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力

を得て、当該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条

に次の１項を加える。

２�　指定介護老人福祉施設の開設者は、前項の医師及び

協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時

等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊

急時等における対応方法の変更を行わなければならな

い。
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第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第34条を次のように改める。

（協力医療機関等）

第�34条　指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者の病

状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲

げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満た

す協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めてお

かなければならない。ただし、複数の医療機関を協力

医療機関として定めることにより当該各号の要件を満

たすこととしても差し支えない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保し

ていること。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該指

定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他

の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制

を確保していること。

２�　指定介護老人福祉施設の開設者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合

等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。

３�　指定介護老人福祉施設の開設者は、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年

法律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定

医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する

新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する

指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決め

るよう努めなければならない。

４�　指定介護老人福祉施設の開設者は、協力医療機関が

第二種協定指定医療機関である場合においては、当該

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければならない。

５�　指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者が協力医

療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者

の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させる

ことができるように努めなければならない。

６�　指定介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協

力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならな

い。

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に

次の１項を加える。

３�　指定介護老人福祉施設の開設者は、原則として、重

要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第41条の２の次に次の１条を加える。

�（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置）

第�41条の３　指定介護老人福祉施設の開設者は、当該指

定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の

促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。

第53条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項

を加える。

５�　ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユ

ニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努め

なければならない。

第56条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第35条第３項（新条例第55条において

準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

３�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第34

条第１項（新条例第55条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、新条例第34条第１項中

「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう

努めなければ」とする。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第41

条の３（新条例第55条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、新条例第41条の３中「しな

ければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和６年３月28日
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� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第39号

川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例

川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに

運営の基準に関する条例（平成24年川崎市条例第79号）

の一部を次のように改正する。

第４条第６項第３号を次のように改める。

　⑶�　病院　栄養士又は管理栄養士（病床数100床以上

の病院の場合に限る。）

第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第55条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。

第19条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め

る。

第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第34条を次のように改める。

（協力医療機関等）

第�34条　介護老人保健施設の開設者は、入所者の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる

要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協

力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかな

ければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療

機関として定めることにより当該各号の要件を満たす

こととしても差し支えない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保している

こと。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該介

護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医

療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。

２�　介護老人保健施設の開設者は、１年に１回以上、協

力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等

の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。

３�　介護老人保健施設の開設者は、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律

第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療

機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指

定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。

４�　介護老人保健施設の開設者は、協力医療機関が第二

種協定指定医療機関である場合においては、当該第二

種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行わなければならない。

５�　介護老人保健施設の開設者は、入所者が協力医療機

関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病

状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再

び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることが

できるように努めなければならない。

６�　介護老人保健施設の開設者は、あらかじめ、協力歯

科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に

次の１項を加える。

３�　介護老人保健施設の開設者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第40条の２の次に次の１条を加える。

�（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置）

第�40条の３　介護老人保健施設の開設者は、当該介護老

人保健施設における業務の効率化、介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図

るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催しなければならない。

第52条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項

を加える。

５�　ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット

型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなけれ

ばならない。

第55条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）
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１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和９年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第34条第１項（新条例第54条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条

例第34条第１項中「定めておかなければ」とあるのは、

「定めておくよう努めなければ」とする。

３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第35

条第３項（新条例第54条において準用する場合を含

む。）の規定は、適用しない。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第40

条の３（新条例第54条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、新条例第40条の３中「しな

ければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

の基準に関する条例を廃止する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第40号

川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営の基準に関する条例を廃止する

条例

川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営

の基準に関する条例（平成24年川崎市条例第80号）は、

廃止する。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（川崎市介護保険条例の一部改正）

２�　川崎市介護保険条例（平成12年川崎市条例第25号）

の一部を次のように改正する。

第19条第１項中第12号を削り、第13号を第12号とし、

第14号から第25号までを１号ずつ繰り上げる。

　　　───────────────────

川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第41号

川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例

川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の

基準に関する条例（平成30年川崎市条例第25号）の一部

を次のように改正する。

第７条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第55条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。

第19条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め

る。

第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第34条を次のように改める。

（協力医療機関等）

第�34条　介護医療院の開設者は、入所者の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を

満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療

機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければ

ならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関と

して定めることにより当該各号の要件を満たすことと

しても差し支えない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該介護医療院からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。

　⑶�　入所者の病状が急変した場合等において、当該介

護医療院の医師又は協力医療機関その他の医療機関

の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入

所者の入院を原則として受け入れる体制を確保して

いること。

２�　介護医療院の開設者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応

を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

に届け出なければならない。

３�　介護医療院の開設者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関

（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イン

フルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染

症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。

４�　介護医療院の開設者は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。

５�　介護医療院の開設者は、入所者が協力医療機関その
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他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽

快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

介護医療院に速やかに入所させることができるように

努めなければならない。

６�　介護医療院の開設者は、あらかじめ、協力歯科医療

機関を定めておくよう努めなければならない。

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事

項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に

次の１項を加える。

３�　介護医療院の開設者は、原則として、重要事項を

ウェブサイトに掲載しなければならない。

第40条の２の次に次の１条を加える。

�（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置）

第�40条の３　介護医療院の開設者は、当該介護医療院に

おける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該

介護医療院における入所者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催しなければな

らない。

第52条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項

を加える。

５�　ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければなら

ない。

第55条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和９年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第34条第１項（新条例第54条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条

例第34条第１項中「定めておかなければ」とあるのは、

「定めておくよう努めなければ」とする。

３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第35

条第３項（新条例第54条において準用する場合を含

む。）の規定は、適用しない。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第40

条の３（新条例第54条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、新条例第40条の３中「しな

ければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部

を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第42号

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等に関する条例等の一部を改

正する条例

�（川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

一部改正）

第�１条　川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例（平成24年川崎市条例第83号）の一部を次のように

改正する。

第50条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第51条の２第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁

的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。第269条第１項において

同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。

第55条の４第１項中「重要事項」の次に「（以下この

条において「重要事項」という。）」を加え、同条第２項

中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を

「前項」に改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則とし

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。

第56条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

　　⑵�　第59条第４号の規定による身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
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第59条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、

第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第61条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第87条第１号中「第５条に規定する担当職員」を「第

５条第１項に規定する担当職員及び同条第２項に規定

する介護支援専門員」に改める。

第133条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第139条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第142条第２項中「第５条に規定する担当職員」を

「第５条第１項に規定する担当職員及び同条第２項に

規定する介護支援専門員」に、「前項各号」を「同項各

号」に改める。

第143条の次に次の１条を加える。

�（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会の設置）

第�143条の２　指定介護予防短期入所生活介護事業者

は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所にお

ける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当

該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催しなければならない。

第160条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の

１項を加える。

５�　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所

の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。

第170条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第176条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号

に該当するものを除く。）」を削り、同号を同項第２号

とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に改め、「及

び入院患者」を削り、同号を同項第３号とし、同項中

第５号を第４号とする。

第177条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号

に該当するものを除く。）」を削り、同号を同項第２号

とし、同項第４号中「前２号」を「前号」に改め、同号

を同項第３号とし、同項中第５号を第４号とし、同条

第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２号及び

第３号」に、「前項に」を「同項に」に改める。

第178条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又

は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の

一部を改正する法律附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保険法施

行令（平成10年政令第412号。以下「施行令」という。）

第４条第２項に規定する病床により構成される病棟を

いう。以下同じ。）」を削る。

第180条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

　　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を３月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。

　　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

　　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第182条第２号中「若しくは診療所又は老人性認知

症疾患療養病棟を有する病院」を「又は診療所」に改

め、「又は老人性認知症疾患療養病棟」を削る。

第184条中「及び第143条」を「、第143条及び第143条

の２」に改める。

第194条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の」を「介護老人保健施設であるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護の」に、「次のとおりと

する」を「介護老人保健施設として必要とされる施設

及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するもの

に限る。）を有することとする」に改め、同項各号を削

り、同条第２項中「第207条第１項に規定する設備」を

「第207条第１項から第４項までに規定する設備」に、

「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第１項の次に次の３項を加える。
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２�　療養病床を有する病院であるユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準

は、次のとおりとする。

　　⑴�　療養病床を有する病院であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び

浴室を有しなければならない。

　　⑵�　療養病床を有する病院であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊

下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を

満たさなければならない。

　　　ア�　ユニット

　　　　(�)　病室

　　　　　ａ�　１の病室の定員は、１人とすること。た

だし、利用者への指定介護予防短期入所療

養介護の提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。

　　　　　ｂ�　病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、１のユ

ニットの利用者の定員は、原則としておお

むね10人以下とし、15人を超えないものと

すること。

　　　　　ｃ�　１の病室の床面積等は、10.65平方メー

トル以上とすること。ただし、ａただし書

の場合にあっては、21.3平方メートル以上

とすること。

　　　　　ｄ�　ブザー又はこれに代わる設備を設けるこ

と。

　　　　(�)　共同生活室

　　　　　ａ�　共同生活室は、いずれかのユニットに属

するものとし、当該ユニットの利用者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所と

してふさわしい形状を有すること。

　　　　　ｂ�　１の共同生活室の床面積は、２平方メー

トルに当該共同生活室が属するユニットの

利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準

とすること。

　　　　　ｃ�　必要な設備及び備品を備えること。

　　　　(�)　洗面設備

　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活室

ごとに適当数設けること。

　　　　　ｂ�　身体の不自由な者の使用に適したものと

すること。

　　　　(�)　便所

　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活室

ごとに適当数設けること。

　　　　　ｂ�　ブザー又はこれに代わる設備を設けると

ともに、身体の不自由な者の使用に適した

ものとすること。

　　　イ�　廊下　幅は、1.8メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とす

ること。

　　　ウ�　機能訓練室　内法
のり

による測定で40平方メート

ル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を

備えること。

　　　エ�　浴室　身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。

　　⑶�　前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

用に供するものでなければならない。ただし、利

用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提

供に支障がない場合は、この限りでない。

　　⑷�　第２号ア(イ)の共同生活室は、医療法施行規則

（昭和23年厚生省令第50号）第21条第３号に規定

する食堂とみなす。

　　⑸�　前各号に規定するもののほか、療養病床を有す

る病院であるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けることとする。

３�　療養病床を有する診療所であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準

は、次のとおりとする。

　　⑴�　療養病床を有する診療所であるユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及

び浴室を有しなければならない。

　　⑵�　療養病床を有する病院であるユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊

下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を

満たさなければならない。

　　　ア�　ユニット

　　　　(�)　病室

　　　　　ａ�　１の病室の定員は、１人とすること。た

だし、利用者への指定介護予防短期入所療

養介護の提供上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。

　　　　　ｂ�　病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、１のユ

ニットの利用者の定員は、原則としておお

むね10人以下とし、15人を超えないものと

すること。

　　　　　ｃ�　１の病室の床面積等は、10.65平方メー

トル以上とすること。ただし、ａただし書

の場合にあっては、21.3平方メートル以上

とすること。

　　　　　ｄ�　ブザー又はこれに代わる設備を設けるこ
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と。

　　　　(�)　共同生活室

　　　　　ａ�　共同生活室は、いずれかのユニットに属

するものとし、当該ユニットの利用者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所と

してふさわしい形状を有すること。

　　　　　ｂ�　１の共同生活室の床面積は、２平方メー

トルに当該共同生活室が属するユニットの

利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準

とすること。

　　　　　ｃ�　必要な設備及び備品を備えること。

　　　　(�)　洗面設備

　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活室

ごとに適当数設けること。

　　　　　ｂ�　身体の不自由な者の使用に適したものと

すること。

　　　　(�)　便所

　　　　　ａ�　病室ごとに設けること、又は共同生活室

ごとに適当数設けること。

　　　　　ｂ�　ブザー又はこれに代わる設備を設けると

ともに、身体の不自由な者の使用に適した

ものとすること。

　　　イ�　廊下　幅は、1.8メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とす

ること。

　　　ウ�　機能訓練室　機能訓練を行うために十分な広

さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

　　　エ�　浴室　身体の不自由な者の入浴に適したもの

とすること。

　　⑶�　前号イからエまでに掲げる設備は、専ら当該ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

用に供するものでなければならない。ただし、利

用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提

供に支障がない場合は、この限りでない。

　　⑷�　第２号ア(�)の共同生活室は、医療法施行規則

第21条の４において準用する同省令第21条第３号

に規定する食堂とみなす。

　　⑸�　前各号に規定するもののほか、療養病床を有す

る診療所であるユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備を設けることとする。

４�　介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所の設備に関する基準は、介護医療

院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介

護医療院に関するものに限る。）を有することとする。

第197条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の

１項を加える。

５�　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。

第198条中第２号を削り、第３号を第２号とする。

第206条に次の１項を加える。

９�　次に掲げる要件のいずれにも適合する場合におけ

る第１項第２号ア及び第２項第２号アの規定の適用

については、これらの規定中「１人」とあるのは、

「0.9人」とする。

　　⑴�　第220条において準用する第143条の２に規定す

る委員会において、利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための

取組に関する次に掲げる事項について必要な検討

を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認して

いること。

　　　ア�　利用者の安全及びケアの質の確保

　　　イ�　介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務

状況への配慮

　　　ウ�　緊急時の体制整備

　　　エ�　業務の効率化、介護サービスの質の向上等に

資する機器（次号において「介護機器」とい

う。）の定期的な点検

　　　オ�　介護予防特定施設従業者に対する研修

　　⑵�　介護機器を複数種類活用していること。

　　⑶�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設

従業者間の適切な役割分担を行っていること。

　　⑷�　利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減を図るための取組による介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。

第207条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第213条の次に次の１条を加える。

（口腔
くう

衛生の管理）

第�213条の２　指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立

した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の

管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛

生の管理を計画的に行わなければならない。

第217条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。

２�　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっ

ては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。

　　⑴�　利用者の病状が急変した場合等において医師又

は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保し

ていること。

　　⑵�　当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業
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者からの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。

３�　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければな

らない。

４�　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定

する第二種協定指定医療機関（次項において「第二

種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染

症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第

９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。

５�　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。

６�　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定介護予防特定

施設に速やかに入居させることができるように努め

なければならない。

第220条中「第55条の９（第２項を除く。）」を「第55

条の10」に、「及び第142条の２」を「、第142条の２及

び第143条の２」に改める。

第231条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第237条中「第55条の９（第２項を除く。）」を「第55

条の10」に、「第214条まで」を「第213条まで、第214条」

に改める。

第241条第１項中「施行令」を「介護保険法施行令

（平成10年政令第412号）」に改める。

第242条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第249条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前

項」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次

に次の１項を加える。

３�　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則とし

て、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。

第250条第２項中第６号を第７号とし、第２号から

第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。

　　⑵�　第253条第９号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録

第253条中第７号を第10号とし、第６号を第７号と

し、同号の次に次の２号を加える。

　　⑻�　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。

　　⑼�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第253条中第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、第３号の次に次の１号を加える。

　　⑷�　福祉用具及び特定介護予防福祉用具のいずれに

も該当するもの（以下「対象福祉用具」という。）

に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっ

ては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指

定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択で

きることについて十分な説明を行った上で、利用

者の当該選択に当たって必要な情報を提供すると

ともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた

指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者

の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案

を行うものとする。

第254条第１項中「期間等を記載した計画（以下「介

護予防福祉用具貸与計画」という。）」を「期間、介護予

防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条に

おいて「モニタリング」という。）を行う時期等を記載

した介護予防福祉用具貸与計画」に改め、同条第５項

中「当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）」を

「モニタリング」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具

貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画

に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なく

とも１回モニタリングを行い、その継続の必要性につ

いて検討を行うものとする。

第259条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第264条第２項中第５号を第６号とし、第２号から

第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。

　　⑵�　第267条第８号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録

第267条中第５号を第９号とし、第４号を第５号と
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し、同号の次に次の３号を加える。

　　⑹�　対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等

に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認す

るよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法

の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

　　⑺�　指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑻�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第267条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の

１号を加える。

　　⑶�　対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防

福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売

のいずれかを選択できることについて十分な説明

を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要

な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画

の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担

当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状

況等を踏まえ、提案を行うものとする。

第268条に次の１項を加える。

５�　福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定

特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特

定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介

護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況

の確認を行うものとする。

�　第269条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。

第�２条　川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部を次のように改正する。

第66条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削

る。

第74条第２項中第７号を第８号とし、第６号を第７

号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。

　　⑸�　第77条第９号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第77条第15号中「及び第10号から」を「、第９号及び

第12号から」に改め、同号を同条第17号とし、同条中

第14号を第16号とし、第８号から第13号までを２号ず

つ繰り下げ、第７号の次に次の２号を加える。

　　⑻�　指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。

　　⑼�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第80条第３項中「第81条第１項に規定する人員」を

「第81条第１項から第３項までに規定する人員」に、「、

第１項」を「、前３項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。

３�　指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が法

第115条の11の規定により準用される法第72条第１

項の規定により法第53条第１項本文の指定があった

ものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院

である場合については、介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚

生省令第40号。第119条第４項において「介護老人保

健施設基準」という。）第２条又は介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30

年厚生労働省令第５号。第119条第４項において「介

護医療院基準」という。）第４条に規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たしているものとみなす。

第84条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５

号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。

　　⑶�　第87条第11号の規定による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第87条第14号中「第５号」を「第６号」に改め、同号

を同条第17号とし、同条中第13号を第16号とし、第９

号から第12号までを３号ずつ繰り下げ、第８号を第９

号とし、同号の次に次の２号を加える。

　　⑽�　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑾�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第87条中第７号を第８号とし、同条第６号中「第５

号」を「第６号」に改め、同号を同条第７号とし、同条

中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加え

る。
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　　⑸�　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士は、リハビリテーションを受けていた医療機関

から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリ

テーション計画の作成に当たっては、当該医療機

関が作成したリハビリテーション実施計画書等に

より、当該利用者に係るリハビリテーションの情

報を把握しなければならない。

第93条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

　　⑵�　第96条第１項第４号、第２項第４号及び第３項

第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録

第96条第１項中第７号を第９号とし、第４号から第

６号までを２号ずつ繰り下げ、同項第３号中「前号」

を「第２号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第

２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第96条第２項中第７号を第９号とし、第３号から第

６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号

を加える。

　　⑶�　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第96条第３項中第４号を第６号とし、第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。

　　⑶�　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑷�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第119条第４項中「第３項」を「第４項」に、「前３項」

を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

３項の次に次の１項を加える。

４�　指定介護予防通所リハビリテーション事業所が法

第115条の11の規定により準用される法第72条第１

項の規定により法第53条第１項本文の指定があった

ものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院

である場合については、介護老人保健施設基準第２

条又は介護医療院基準第４条に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準

を満たしているものとみなす。

第122条を次のとおり改める。

第122条　削除

第125条第２項第３号中「第122条第２項」を「第128

条第11号」に改める。

第128条第13号中「第５号」を「第６号」に改め、同

号を同条第16号とし、同条中第12号を第15号とし、第

９号から第11号までを３号ずつ繰り下げ、第８号を第

９号とし、同号の次に次の２号を加える。

　　⑽�　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。

　　⑾�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第128条中第７号を第８号とし、同条第６号中「第５

号」を「第６号」に改め、同号を同条第７号とし、同条

中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加え

る。

　　⑸�　医師等の従業者は、リハビリテーションを受け

ていた医療機関から退院した利用者に係る介護予

防通所リハビリテーション計画の作成に当たって

は、当該医療機関が作成したリハビリテーション

実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリ

テーションの情報を把握しなければならない。

�（川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する

条例の一部を改正する条例の一部改正）

第�３条　川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部を改正する条例（令和３年川崎市条例第35

号）の一部を次のように改正する。

附則第２項を次のように改める。

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）か

ら令和９年３月31日までの間、改正後の条例（以下

「新条例」という。）第４条第３項（新条例第89条第１

項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者

に適用される場合に限る。）及び第55条の10の２（新

条例第94条において準用する場合に限る。）の規定の
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適用についてはこれらの規定中「講じなければ」と

あるのは「講じるように努めなければ」とし、新条

例第92条の規定の適用については同条中「、次に」

とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、

次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待

の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。

附則第４項を次のように改める。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

55条の２の２（新条例第94条において準用する場合

に限る。）の規定の適用については、新条例第55条の

２の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

同条第３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」

とする。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、同年６月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、第１条の規定による改正

後の条例（以下「新条例」という。）第55条の４第３項

（新条例第63条、第75条、第85条、第94条、第126条、

第145条（新条例第162条において準用する場合を含

む。）、第167条の３、第174条、第184条（新条例第199

条において準用する場合を含む。）、第220条及び第237

条において準用する場合を含む。）及び第249条第３項

（新条例第256条及び第265条において準用する場合を

含む。）の規定は、適用しない。

３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第

139条第３項（新条例第162条、第167条の３及び第174

条において準用する場合を含む。）及び第180条第３項

（新条例第199条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

143条の２（新条例第162条、第167条の３、第174条、

第184条（新条例第199条において準用する場合を含

む。）及び第220条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、新条例第143条の２中「しなけれ

ば」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

５�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第

213条の２の規定の適用については、同条中「行わなけ

れば」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第43号

川崎市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例

川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例（平成24年川崎市条例第84号）の一部を次

のように改正する。

第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第10条第２項中「指定介護療養型医療施設（」、「附則

第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同法」及び「をいう。第46条第６項におい

て同じ。）」を削る。

第11条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第12条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第93条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。

第24条を次のように改める。

第24条　削除

第34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条にお

いて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に

改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則

として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。

第42条第２項第３号中「第24条第２項」を「第44条第11

号」に、「身体的拘束等」を「身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）」に

改める。

第44条中第14号を第16号とし、第10号から第13号まで

を２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。

　⑽�　指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
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身体的拘束等を行ってはならない。

　⑾�　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならない。

第46条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設さ

れている場合の項中「、指定介護療養型医療施設（医療

法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。

第47条第１項ただし書を次のように改める。

�ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は

他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第55条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

　⑴�　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

　⑵�　身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ

と。

　⑶�　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に実施すること。

第65条の次に次の１条を加える。

�（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の

設置）

第�65条の２　指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催しなければならない。

第74条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若

しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所」を

削る。

第81条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷

地内にあること等により」を削る。

第85条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、

第１項の次に次の５項を加える。

２�　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。

　⑴�　利用者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者からの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。

３�　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

４�　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する

第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条

第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定す

る新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の

対応を取り決めるように努めなければならない。

５�　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

６�　指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に速やかに入居させることができ

るように努めなければならない。

第88条中「及び第63条」を「、第63条及び第65条の２」

に改める。

第93条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。　

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

令和７年３月31日までの間、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第34条第３項（新条例第67条及び第88

条において準用する場合を含む。）の規定は、適用しな

い。
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３�　施行日から令和７年３月31日までの間、新条例第55

条第３項の規定の適用については、同項中「講じなけ

れば」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

４�　施行日から令和９年３月31日までの間、新条例第65

条の２（新条例第88条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、新条例第65条の２中「しな

ければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

　　　───────────────────

川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第44号

川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法の基準

等に関する条例の一部を改正する条例

川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法の基準等に関する条例（平成25年川崎市条例

第61号）の一部を次のように改正する。

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に

改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削

り、同条に次の１項を加える。

２�　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事

業者は、当該指定に係る事業所ごとに１人以上の員数

の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支

援専門員を置かなければならない。

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指

定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」とい

う。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を「地域

包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業

者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を

加える。

３�　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事

業者が第１項の規定により置く管理者は、介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１

号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなければな

らない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく

困難である等やむを得ない理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を

第１項に規定する管理者とすることができる。

４�　前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り

でない。

　⑴�　管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の

介護支援専門員の職務に従事する場合

　⑵�　管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その

管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がな

い場合に限る。）

第７条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支

援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあって

は、介護支援専門員。以下この章及び次章において同

じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、

シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。第36条第１項において同じ。）に

係る記録媒体をいう。）」に改める。

第13条に次の２項を加える。

２�　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事

業者は、利用料の額のほか、利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介

護予防支援を行う場合に要する交通費の額の支払を利

用者から受けることができる。

３�　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事

業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当

該利用者の同意を得なければならない。

第15条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に

改め、同条第４号中「次章」の次に「（第33条第29号を除

く。）」を加える。

第24条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条にお

いて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に

改め、同条に次の１項を加える。

３�　指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。

第31条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

　⑶�　第33条第２号の３の規定による身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（同条第２号の２及び

第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

第33条第２号の次に次の２号を加える。

⑵�の２　指定介護予防支援の提供に当たっては、当該
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利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。

⑵�の３　前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第33条第16号ア中「及びサービスの評価期間が終了す

る月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、

利用者の居宅を訪問し」を削り、同号ウを同号オとし、

同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ

電話装置等を活用して利用者と面接する月を除く。）」を

加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加

える。

　　イ�　アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問す

ることによって行うこと。ただし、次のいずれに

も該当する場合であって、サービスの提供を開始

する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下

この号において「期間」という。）について、少な

くとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪

問して面接するときは、利用者の居宅を訪問しな

い期間において、テレビ電話装置等を活用して、

利用者と面接することができる。

　　　(�)�　テレビ電話装置等を活用して面接を行うこ

とについて、文書により利用者の同意を得て

いること。

　　　(�)�　サービス担当者会議等において、次に掲げ

る事項について主治の医師、担当者その他の

関係者の合意を得ていること。

　　　　ａ�　利用者の心身の状況が安定していること。

　　　　ｂ�　利用者がテレビ電話装置等を活用して意思

疎通を行うことができること。

　　　　ｃ�　担当職員がテレビ電話装置等を活用したモ

ニタリングでは把握できない情報について、

担当者から提供を受けること。

　　ウ�　サービスの評価期間が終了する月及び利用者の

状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅

を訪問し、利用者と面接すること。

第33条に次の１号を加える。

　(29)�　指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援

事業者は、法第115条の30の２第１項の規定により

市町村長から情報の提供を求められた場合には、そ

の求めに応じなければならない。

第35条中「第13条」を「第13条第１項」に改める。

第36条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日から令和７年３月31日までの

間、改正後の条例第24条第３項（同条例第35条におい

て準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

　　　───────────────────

川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第45号

川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例

川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する

条例（平成24年川崎市条例第77号）の一部を次のように

改正する。

第12条第４項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第13条第３項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記

録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第41条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）」に改める。

第28条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項

を加える。

２�　軽費老人ホームの設置者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を

満たす協力医療機関を定めるように努めなければなら

ない。

　⑴�　入所者の病状が急変した場合等において医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保してい

ること。

　⑵�　当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保しているこ

と。

３�　軽費老人ホームの設置者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。

４�　軽費老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機

関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指
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定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めなければならない。

５�　軽費老人ホームの設置者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。

６�　軽費老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状

が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができ

るように努めなければならない。

第29条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条にお

いて「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項

に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に

改め、同条に次の１項を加える。

３�　軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。

第38条第３項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第41条第１項中「、交付」及び「（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この条例の施行の日から令和７年３月31日までの

間、改正後の条例第29条第３項（同条例第40条におい

て準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

　　　───────────────────

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

令和６年３月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第46号

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する

条例

川崎市国民健康保険条例（昭和33年川崎市条例第15

号）の一部を次のように改正する。

第12条中「附則第22条」を「附則第７条」に改める。

第13条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同

条中「法附則第６条第１項に規定する退職被保険者及び

同条第２項に規定する退職被保険者の被扶養者（以下

「退職被保険者等」という。）以外の被保険者（以下「一般

被保険者」という。）に係る」を削り、「、第32条の２及び

第32条の３」を「から第32条の３まで」に改め、同条第１

号ア中「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同

号イ中「附則第22条」を「附則第７条」に改め、「神奈川

県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限

り、」を削り、同号カ中「退職被保険者等に係る療養の給

付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相

当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養

費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算

療養費の支給に要する費用の額並びに神奈川県が行う国

民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職被保

険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用の額」を削り、同条第２号イ中「附則第22条」を「附

則第７条」に改め、同号ウ中「国民健康保険保険給付費

等交付金（」及び「をいう。エにおいて同じ。）（退職被保

険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第22条の規

定により読み替えられた法第70条第１項に規定する療養

の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。）に係る

ものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１項

の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保

険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等

に要する費用に係るものに限る。）」を削る。

第14条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同

条第１項中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険

者につき」を「被保険者につき」に改め、同条第２項及び

第４項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。

第15条を次のように改める。

第15条　削除

第16条（見出しを含む。）中「一般被保険者」を「被保険

者」に改める。

第17条を次のように改める。

（基礎賦課額の最高限度額）

第�17条　第14条及び前条の基礎賦課額は、国民健康保険

法施行令（昭和33年政令第362号。以下「政令」とい

う。）第29条の７第２項第９号に規定する額を超えるこ

とができない。

第18条第１項第１号中「一般被保険者に係る保険料

の」を削り、同項第２号中「一般被保険者均等割」を「被

保険者均等割」に改め、「一般被保険者に係る保険料の」

を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。

第19条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同

条中「、一般被保険者に係る」を「、」に、「、第32条の２

及び第32条の３」を「から第32条の３まで」に改め、同条

第１号中「であって、神奈川県が行う国民健康保険の一

般被保険者に係るもの」を削り、同条第２号ア中「附則

第22条」を「附則第７条」に改め、同号イ中「法附則第９

条第１項の規定により読み替えられた」を削る。

第20条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同

条第１項中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険

者につき」を「被保険者につき」に改め、同条第２項及び
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第３項中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。

第21条を次のように改める。

第21条　削除

第22条（見出しを含む。）中「一般被保険者」を「被保険

者」に改める。

第23条を次のように改める。

（後期高齢者支援金等賦課額の最高限度額）

第�23条　第20条及び前条の後期高齢者支援金等賦課額

は、政令第29条の７第３項第８号に規定する額を超え

ることができない。

第24条第１項第１号中「一般被保険者に係る保険料

の」を削り、同項第２号中「一般被保険者均等割」を「被

保険者均等割」に改め、「一般被保険者に係る保険料の」

を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改める。

第25条第２号ア中「附則第22条」を「附則第７条」に改

め、同号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替

えられた」を削る。

第31条第１項及び第２項中「から第16条まで」を「及び

第16条」に、「及び第20条から第22条まで」を「並びに第

20条及び第22条」に、「又は次条」を「、次条」に改め、「定

める介護納付金賦課額」の次に「、第32条の２第１項及

び第２項に定める基礎賦課額の被保険者均等割額並びに

同条第３項の規定により読み替えて準用する同条第１項

及び第２項に定める後期高齢者支援金等賦課額の被保険

者均等割額又は第32条の３第１項及び第２項に定める基

礎賦課額並びに同条第３項の規定により読み替えて準用

する同条第１項及び第２項に定める後期高齢者支援金等

賦課額若しくは同条第４項の規定により読み替えて準用

する同条第１項及び第２項に定める介護納付金賦課額」

を加える。

第32条第１項中「から第16条まで」を「及び第16条」に

改め、同条第２項中「から第16条」を「及び第16条」に、

「から第22条」を「及び第22条」に改め、同条第３項中「か

ら第16条まで」を「及び第16条」に改める。

第32条の３第１項及び第２項中「から第16条まで」を

「及び第16条」に改め、同条第３項中「から第16条」を「及

び第16条」に、「から第22条」を「及び第22条」に改め、

同条第４項中「から第16条まで」を「及び第16条」に改め

る。

第32条の５中「、第15条第２項」及び「、第21条第２

項」を削る。

附則第２項中「、第15条第２項」及び「、第21条第２

項」を削り、「一般被保険者」を「被保険者」に改め、「、

第15条第２項及び第21条第２項中「基礎控除後の総所得

金額等」とあるのは「基礎控除後の総所得金額等（当該

年度の保険料の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この

項において同じ。）現在において、当該退職被保険者等が

控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、

附則第２項に規定する先順位者である場合にあっては年

齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及

び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗

じて得た額並びに当該退職被保険者等が当該年度の地方

税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の２

第１項第６号に掲げる者に該当する場合にあっては同条

第６項に規定する障害者控除額の合計額を基礎控除後の

総所得金額等から控除した金額（当該退職被保険者等が

特例対象被保険者等である場合は、当該年度の保険料の

賦課期日現在において、当該退職被保険者等が控除対象

者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第

２項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳

未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢

16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得

た額並びに当該退職被保険者等が当該年度の同法の規定

による市町村民税につき、同法第314条の２第１項第６

号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第６項に規

定する障害者控除額の合計額を当該退職被保険者等に係

る第32条の５の規定を適用しないものとして算定した基

礎控除後の総所得金額等から控除した金額と当該退職被

保険者等に係る同条の規定を適用して算定した基礎控除

後の総所得金額等とのいずれか低い金額）とする。）」と」

を削り、「特例対象被保険者である」を「特例対象被保険

者等である」に改める。

附　則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

規 則

川崎市事務分掌規則等の一部を改正する等の規則をこ

こに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第７号

川崎市事務分掌規則等の一部を改正する等

の規則

（川崎市事務分掌規則の一部改正）

第�１条　川崎市事務分掌規則（昭和47年川崎市規則第19

号）の一部を次のように改正する。

第１条総務企画局の表中

　「

行政情報課

本庁舎等整備推進室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を
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　「

行政情報課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。

第２条の表シティプロモーション推進室の部中第９

号を第10号とし、第８号の次に次の１号を加える。

　　⑼�　市制100周年記念表彰選考委員会に関すること。

第２条の表公共施設総合調整室の部第６号中「公有

地総合調整会議」を「公有地等総合調整会議」に改め、

同表総務部の部庁舎管理課の項中第７号を第８号と

し、第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３

号の次に次の１号を加える。

　　⑷�　本庁舎に付随する広場の整備に関すること。

第２条の表中本庁舎等整備推進室の部を削る。

第４条の表コミュニティ推進部の部区政推進課の項

に次の１号を加える。

　　⑺�　コミュニティセンターの設置の準備に関するこ

と。

第５条の表観光・地域活力推進部の部中第９号を第

10号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、

第５号の次に次の１号を加える。

　　⑹�　プレミアムデジタル商品券に関すること。

第６条の表中

　「　　�総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑴�　川崎未来エナジー株式会社に関すること。�」

　を

　「　　�総務部　　　　　　　　　　　　　　　　 」

に改め、同表総務部の部企画課の項に次の１号を加え

る。

　　⑻�　川崎未来エナジー株式会社に関すること。

第６条の表生活環境部の部減量推進課の項中第６号

を削り、第７号を第６号とし、同項第８号中「及びリ

サイクルコミュニティセンター」を削り、同号を同項

第７号とする。

第７条の表長寿社会部の部高齢者事業推進課の項第

５号中「特別養護老人ホーム陽だまりの園、特別養護

老人ホームしゅくがわら、」を削り、同表障害保健福祉

部の部精神保健課の項第２号中「及び自立支援医療

（国民年金・福祉医療課の所管に属するものを除く。）」

を削る。

第８条の表児童家庭支援・虐待対策室の部第23号中

「こども家庭センター、中部児童相談所及び北部児童

相談所」を「児童相談所」に改める。

第９条の表住宅政策部の部住宅整備推進課の項中第

３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第10号

までを１号ずつ繰り上げ、同表施設整備部の部施設計

画課の項に次の１号を加える。

　　⑶�　市有建築物（市営住宅等を除く。）の長寿命化の

推進に関すること（総務企画局公共施設総合調整

室の所管に属するものを除く。）。

第９条の表指導部の部建築管理課の項第７号中「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律」に改める。

（川崎市事業所事務分掌規則の一部改正）

第�２条　川崎市事業所事務分掌規則（昭和51年川崎市規

則第39号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「整備係（浮島処理センターに限る。）

�操作第１係

�操作第２係

�操作第３係（浮島処理センターを除く。）

�操作第４係（堤根処理センターに限る。）

�操作第５係（堤根処理センターに限る。）」

を

「整備係

�操作第１係

�操作第２係

�操作第３係（橘処理センターに限る。）

�操作第４係（橘処理センターに限る。）� 」

　に改める。

第３条の表処理センターの項第11号中「王禅寺処理

センターに限る」を「浮島処理センターを除く」に改め

る。

別表第１環境局施設部の項中「川崎市堤根処理セン

ター」を「川崎市橘処理センター」に改める。

別表第２堤根処理センターの項中「堤根処理セン

ター」を「橘処理センター」に、「川崎市川崎区堤根52

番地」を「川崎市高津区新作１丁目20番１号」に改める。

（川崎市保健所事務分掌規則の一部改正）

第�３条　川崎市保健所事務分掌規則（昭和51年川崎市規

則第41号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項の表中

「児童家庭サービス係　　」

を

「児童家庭サービス第１係

�児童家庭サービス第２係」

に改める。

（川崎市福祉事務所事務分掌規則の一部改正）

第�４条　川崎市福祉事務所事務分掌規則（昭和51年川崎

市規則第42号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「児童家庭サービス係　　」

を

「児童家庭サービス第１係
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�児童家庭サービス第２係」

�に、「川崎福祉事務所、幸福祉事務所及び多摩福祉事

務所を除く」を「中原福祉事務所、宮前福祉事務所及

び麻生福祉事務所に限る」に、「中原福祉事務所及び麻

生福祉事務所を除く」を「宮前福祉事務所に限る」に、

「川崎福祉事務所、幸福祉事務所及び多摩福祉事務所

に限る」を「中原福祉事務所、宮前福祉事務所及び麻

生福祉事務所を除く」に改める。

（川崎市児童相談所事務分掌規則の一部改正）

第�５条　川崎市児童相談所事務分掌規則（昭和51年川崎

市規則第43号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第２条中「こども家庭センター」を「南部

児童相談所」に改める。

第３条第１項中「こども家庭センター」を「南部児童

相談所」に改め、同条第３項の表中

「心理支援係　　」

を

「心理支援第１係

�心理支援第２係」

に改める。

第４条の表中「こども家庭センター」を「南部児童相

談所」に改める。

第５条第１項及び第２項並びに第９条第３項中「こ

ども家庭センター、中部児童相談所及び北部児童相談

所」を「児童相談所」に改める。

（川崎市区役所等事務分掌規則の一部改正）

第�６条　川崎市区役所等事務分掌規則（昭和47年川崎市

規則第20号）の一部を次のように改正する。

第１条第１項の表中

「児童家庭サービス係　　」

を

「児童家庭サービス第１係

�児童家庭サービス第２係」

�に、「川崎区役所、幸区役所及び多摩区役所を除く」を

「中原区役所、宮前区役所及び麻生区役所に限る」に、

「中原区役所及び麻生区役所を除く」を「宮前区役所に

限る」に、「川崎区役所、幸区役所及び多摩区役所に限

る」を「中原区役所、宮前区役所及び麻生区役所を除

く」に、

「保護第２係

�保護第３係（川崎区役所に限る。）」

を

「保護第２係　　　　　　　　　　　」

�に改め、同条第４項中「区役所区民サービス部」を「区

役所まちづくり推進部」に改める。

第２条第１項の表道路公園センターの部第１号中

「課」を「センター」に改める。

（川崎市立看護大学事務分掌規則の一部改正）

第�７条　川崎市立看護大学事務分掌規則（令和４年川崎

市規則第９号）の一部を次のように改正する。

第３条第５項、第４条第５項及び第６条第１項中

「担当課長」を「担当部長、担当課長」に改める。

�（川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部

改正）

第�８条　川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則

（令和５年川崎市規則第13号）の一部を次のように改正

する。

第３条第３号中「、看護短期大学」を削り、「保健所

支所）」の次に「、区役所道路公園センター」を加え、

同条第５号中「こども家庭センター」を「南部児童相談

所」に改める。

（川崎市公文書管理規則の一部改正）

第�９条　川崎市公文書管理規則（平成13年川崎市規則第

20号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「区役所の課（」の次に「道路公園セ

ンター、」を加え、「当該地区健康福祉ステーション」

を「当該道路公園センター、地区健康福祉ステーショ

ン」に改め、「、看護短期大学の課及び図書館」を削り、

「児童相談所」の次に「（南部児童相談所にあっては、

南部児童相談所総務課）」を加える。

（川崎市公印規則の一部改正）

第�10条　川崎市公印規則（昭和39年川崎市規則第６号）

の一部を次のように改正する。

第２条第４号中「、看護短期大学の課及び図書館」

を削り、「児童相談所」の次に「（南部児童相談所にあっ

ては、南部児童相談所総務課）」を加える。

別表第１一般公印の表中

　「

17の

２

川崎市立

看護大学

長印

〃 方21

学長名で

発する公

文書及び

証明書

〃 〃

17の

３

川崎市立

看護短期

大学印

〃 方52 卒業証書

看護短期

大学事務

局総務学

生課長

看護短期

大学事務

局総務学

生課

17の

４

川崎市立

看護短期

大学長印

〃 方30
卒業証書

及び賞状
〃 〃

17の

５

川崎市立

看護短期

大学長印

〃 方21

学長名で

発する公

文書及び

証明書

〃 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を
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　「

17の

２

川崎市立

看護大学

長印

〃 方21

長名で発

する公文

書及び証

明書

〃 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、

　「

31

川崎市こ

ども家庭

センター

所長印

〃 方21

所長名で

発する公

文書及び

証明書

こども家

庭センター

こども家

庭センター

32
児童相談

所長印
〃 方21 〃

中部児童

相談所長

及び北部

児童相談

所長

中部児童

相談所及

び北部児

童相談所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

　「

31 削除

32
児童相談

所長印

てん

書
方21

所長名で

発する公

文書及び

証明書

南部児童

相談所総

務課長、

中部児童

相談所長

及び北部

児童相談

所長

南部児童

相談所総

務課、中

部児童相

談所及び

北部児童

相談所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別表第２一般公印の表中

　「

17－２ 17－３ 17－４ 17－５

川崎市立

看 護 大

学 長 印

川崎市立

看護短期

大 学 印

川崎市立

看護短期

大学長印

川崎市立

看護短期

大学長印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

　「

17－２

川崎市立

看 護 大

学 長 印

　　　　　　　　」

に、

　「

31

川崎市こど

も家庭セン

ター所長印

　　　　　　　　」

を

　「

31

削　除

　　　　　　　　」

に改める。

（川崎市職員の標準的な職を定める規則の一部改正）

第�11条　川崎市職員の標準的な職を定める規則（平成28

年川崎市規則第10号）の一部を次のように改正する。

別表川崎市職員の給与に関する条例（昭和32年川崎

市条例第29号。以下「条例」という。）別表第１行政職

給料表⑴の適用を受ける職員の職務の部局長級の項及

び部長級の項中「、看護短期大学」を削り、同表条例

別表第４の２大学教育職給料表の適用を受ける職員の

職務の部教授の項中「、学科長」を削る。

（川崎市職員安全衛生管理規則の一部改正）

第�12条　川崎市職員安全衛生管理規則（平成18年川崎市

規則第27号）の一部を次のように改正する。

別表第２中「堤根処理センター」を「橘処理セン

ター」に改める。

別表第３中

「

経済労働局公営事業部

看護大学（看護短期大学を含む。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

看護大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、「こども家庭センター」を「南部児童相談所」に

改める。

別表第４中「堤根処理センター」を「橘処理セン

ター」に改める。

（川崎市職員被服貸与規則の一部改正）

第�13条　川崎市職員被服貸与規則（昭和29年川崎市規則

第15号）の一部を次のように改正する。

別表第１総務企画局の部中

「

庁舎管

理課

　車両又

は船舶の

受入検査

に従事す

る者

作業服上衣

作業服ズボン

作業服シャツ

夏作業帽

冬作業帽

１

１

１

１

１

24月

12月

12月

48月

48月

　初年度は、夏

作業帽２個及び

冬作業帽２個を

貸与する。
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本庁舎

等整備

推進室

　本庁舎

等整備事

業に係る

現地調査

又は立会

いの業務

に従事す

る者

作業服上衣

作業服ズボン

作業服シャツ

夏作業帽

冬作業帽

１

１

１

１

１

24月

12月

12月

48月

48月

　課長職を含む。

　初年度は、夏

作業帽２個及び

冬作業帽２個を

貸与する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

庁舎管

理課

　第２庁

舎の解体

及び跡地

広場の整

備に係る

現地調査

又は立会

いの業務

に従事す

る技術職

員

作業服上衣

作業服ズボン

作業服シャツ

夏作業帽

冬作業帽�

１

１

１

１

１

24月

12月

12月

48月

48月

　課長職を含む。

　初年度は、夏

作業帽２個及び

冬作業帽２個を

貸与する。

　車両又

は船舶の

受入検査

に従事す

る者

　初年度は、夏

作業帽２個及び

冬作業帽２個を

貸与する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

（川崎市財産規則の一部改正）

第�14条　川崎市財産規則（昭和39年川崎市規則第33号）

の一部を次のように改正する。

第５条第２項の表中看護短期大学の項を削る。

（川崎市予算及び決算規則の一部改正）

第�15条　川崎市予算及び決算規則（平成７年川崎市規則

第10号）の一部を次のように改正する。

第２条第４号中「、看護短期大学」を削る。

�（川崎市立看護大学及び川崎市立看護短期大学施設使

用規則の一部改正）

第�16条　川崎市立看護大学及び川崎市立看護短期大学施

設使用規則（平成９年川崎市規則第10号）の一部を次

のように改正する。

題名を次のように改める。

　　　　川崎市立看護大学施設使用規則

第１条中「及び川崎市立看護短期大学」を削り、「看

護大学等」を「看護大学」に改める。

第２条、第９条及び第11条第１項第３号中「看護大

学等」を「看護大学」に改める。

第１号様式及び第３号様式中「川崎市立看護大学及

び川崎市立看護短期大学施設使用規則」を「川崎市立

看護大学施設使用規則」に改める。

（川崎市消防局の組織に関する規則の一部改正）

第�17条　川崎市消防局の組織に関する規則（昭和38年川

崎市規則第47号）の一部を次のように改正する。

第４条の表中「施設係」及び「装備係」を削る。

（川崎市物品会計規則の一部改正）

第�18条　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32

号）の一部を次のように改正する。

別表第２中

　「

看護大学 総務学生課長

看護短期大学 総務学生課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　を

　「

看護大学 総務学生課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、「こども家庭センター」を「南部児童相談所」に

改める。

別表第３中

　「

看護大学

看護短期大学

　　　　　　　　　　�」

を

　「

看護大学

　　　　　　　　　　�」

に改める。

（川崎市立看護短期大学事務分掌規則の廃止）

第�19条　川崎市立看護短期大学事務分掌規則（平成７年

川崎市規則第34号）は、廃止する。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　第16条の規定による改正前の川崎市立看護大学及び

川崎市立看護短期大学施設使用規則の規定により調製

した帳票で現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用するこ

とができる。

　　　───────────────────

川崎市副市長事務分担規則及び川崎市長の職務代理に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第８号

川崎市副市長事務分担規則及び川崎市長の

職務代理に関する規則の一部を改正する規

則
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（川崎市副市長事務分担規則の一部改正）

第�１条　川崎市副市長事務分担規則（平成15年川崎市規

則第16号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表を次のように改める。

副市長 分　　担　　事　　務

加藤副市長

市民文化局、経済労働局、臨海部国際戦略

本部、区役所及び会計室に属する事務並び

に議会、教育委員会、選挙管理委員会、監

査委員及び人事委員会に関する事務

藤倉副市長
まちづくり局、建設緑政局、港湾局、上下

水道局、交通局及び消防局に属する事務

三田村副市長

環境局、健康福祉局、こども未来局、病院

局及び市民オンブズマン事務局に属する事

務並びに農業委員会及び固定資産評価審査

委員会に関する事務

（川崎市長の職務代理に関する規則の一部改正）

第�２条　川崎市長の職務代理に関する規則（平成15年川

崎市規則第17号）の一部を次のように改正する。

第１条中

　「第１順位　副市長　伊藤弘

　�第２順位　副市長　加藤順一

　�第３順位　副市長　藤倉茂起」

　を

　「第１順位　副市長　加藤順一

　�第２順位　副市長　藤倉茂起

　�第３順位　副市長　三田村有也」

　に改める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第９号

川崎市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する条例施行規則（平成27年川崎市規

則第79号）の一部を次のように改正する。

第３条第25項第18号中「第115条の47第８項」を「第115

条の47第９項」に改め、同項第24号を削る。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市庁用自動車管理規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第10号

川崎市庁用自動車管理規則の一部を改正す

る規則

川崎市庁用自動車管理規則（平成15年川崎市規則第20

号）の一部を次のように改正する。

別表こども未来局の項中「こども家庭センター総務

課」を「南部児童相談所総務課」に、「こども家庭センター

の」を「南部児童相談所の」に、「こども家庭センターを」

を「南部児童相談所を」に改める。

別表教育委員会事務局の項中「、総合教育センター」

の次に「、日本民家園」を加え、

「

総合教育センター

総務室

室長 総合教育センターの

所管に属する庁用自

動車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

総合教育センター

総務室

室長 総合教育センターの

所管に属する庁用自

動車

日本民家園 園長 日本民家園の所管に

属する庁用自動車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

第１号様式を次のように改める。

第１号様式
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第 1 号様式 

配 車 申 込 書 

 

使用日時 

年 月 日   年  月  日（  ） 

時 間    時  分 ～   時  分 

車 種  

使 用 者 

局 課 名  担当者  

電話番号    

職 氏 名  人 数 計  名 

差 し 回 し 場 所  

用 務  

行 き 先 ( 経 路 ) 

 

 

 

 

往 復 ・ 片 道 の 別  

備 考 
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附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第11号

川崎市庁舎管理規則の一部を改正する規則

川崎市庁舎管理規則（昭和43年川崎市規則第76号）の

一部を次のように改正する。

別表中「、第２庁舎」を削り、「及び第４庁舎」を「、

第４庁舎及び川崎御幸ビル」に改め、「及び川崎市立看護

短期大学事務分掌規則」及び「及び看護短期大学」を削

り、

「

消防署

（消防出張所を含む。）
当該消防署の長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

消防署

（消防出張所を含む。）
当該消防署の長

市が借り受けた庁舎（他の

区分に該当するものを除

く。）

当該庁舎の借受けに

係る契約に関する事

務を所管する局及び

本部の長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、「第３庁舎内」を「本庁舎及び川崎御幸ビル内」に改

める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

別表の改正規定（「、第２庁舎」を削る部分に限る。）は、

公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第12号

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例施行規則等の一

部を改正する規則

�（川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則の一部改正）

第�１条　川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例施行規則（昭和43年川崎市規則

第２号）の一部を次のように改正する。

第６条の３第２号中「、同法第66条」を「又は同法第

66条」に改め、「又は売春防止法（昭和31年法律第118

号）第17条の規定による補導処分として婦人補導院に

収容されている場合」を削る。

�（労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市職員の

公務災害等に伴う休業補償等に関する規則の一部改

正）

第�２条　労働者災害補償保険法の適用を受ける川崎市職

員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則（平成

７年川崎市規則第63号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項第２号中「又は売春防止法（昭和31年

法律第118号）第17条の規定による補導処分として婦人

補導院に収容されている場合」を「、同法第64条の規

定による保護処分として少年院に送致され、収容され

ている場合又は同法第66条の規定による決定により少

年院に収容されている場合」に改める。

�（川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部

改正）

第�３条　川崎市消防団員等公務災害補償条例施行規則

（昭和36年川崎市規則第25号）の一部を次のように改正

する。

第８条の２第２号中「、同法第66条」を「又は同法第

66条」に改め、「又は売春防止法（昭和31年法律第118

号）第17条の規定による補導処分として婦人補導院に

収容されている場合」を削る。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第13号

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平

成20年川崎市規則第21号）の一部を次のように改正する。

別表福祉業務等手当の部⑴の項ア中「こども家庭セン

ター保護係」を「南部児童相談所保護係」に改め、同部　

⑷の項イ中「区役所」を「健康福祉局保健医療政策部に

勤務する看護師又はこども未来局児童家庭支援・虐待対

策室（児童相談所を除く。）若しくは区役所」に改め、同

表夜間特殊業務手当の部⑴の項中「こども家庭センター

保護係」を「南部児童相談所保護係」に改め、同表教員特

殊業務手当の部⑴の項中「及び川崎市立看護短期大学」

を削る。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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　　　───────────────────

川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第14号

川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給

に関する規則の一部を改正する規則

川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則（昭和38年川崎市規則第66号）の一部を次のように改

正する。

第８条の３第１項第１号中「100分の118.5」を「100分

の116」に、「100分の210」を「100分の205」に改め、同項

第２号中「100分の111」を「100分の108.5」に、「100分の

118.5」を「100分の116」に改め、同項第３号中「100分の

103.5」を「100分の101」に改め、同項第４号中「100分の

97.5」を「100分の95」に改める。

第８条の４第１項第１号中「100分の52.5」を「100分の

51.25」に改め、同項第２号中「100分の50」を「100分の

48.75」に改め、同項第３号中「100分の47.5」を「100分

の46.25」に改める。

第11条第２項第２号中「又は看護短期大学」を削り、

同項第３号中「又は看護短期大学の副学長及び学科長」

を削る。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支

給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第15号

川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤

勉手当の支給に関する規則の一部を改正す

る規則

川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支

給に関する規則（令和元年川崎市規則第62号）の一部を

次のように改正する。

第９条第１項第１号中「100分の111」を「100分の

108.5」に、「100分の118.5」を「100分の116」に改め、同

項第２号中「100分の103.5」を「100分の101」に改め、同

項第３号中「100分の97.5」を「100分の95」に改める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第16号

川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則

の一部を改正する規則

川崎市賠償責任職員の指定等に関する規則（昭和39年

川崎市規則第36号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第243条の２の２第１項」を「第243条の２の

８第１項」に改める。

第２条中「第243条の２の２第１項」を「第243条の２の

８第１項」に改め、同条第５号中「第234条の２」を「第

234条の２第１項」に改める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第17号

川崎市市税条例施行規則の一部を改正する

規則

川崎市市税条例施行規則（昭和25年川崎市規則第28

号）の一部を次のように改正する。

第２条の２を削り、第２条の３を第２条の２とする。

第８条第１項第１号中「（給与所得に係る個人の市民税

を特別徴収の方法により徴収する場合にあっては、７月

から翌年６月までの期間とする。以下この条において同

じ。）」を削り、「翌年度。以下この条において同じ。」を

「翌年度」に改め、同号の表１の項中「当該納税者の」の

次に「当該災害が発生した日の属する年の」を加え、同

表２の項中「法第314条の２第１項第６号」を「法第292条

第１項第10号」に、「特別障害者」を「障害者」に改め、「当

該納税者の」の次に「当該災害が発生した日の属する年

の」を加え、同表３の項中「前年」を「当該災害が発生し

た日の属する年の前年」に改め、「とき」の次に「。」を加

え、同表５の項を削り、同表６の項中「勤労所得者」の

次に「（申請日の属する課税年度の賦課期日の属する年の

前年の合計所得金額のうち所得税法（昭和40年法律第33

号）第27条に規定する事業所得、同法第28条に規定する

給与所得、同法第30条に規定する退職所得及び同法第35

条第３項に規定する公的年金等に係る雑所得の合計額の

合計所得金額に対する割合が３分の２以上である者をい

う。以下この条において同じ。）」を加え、「前年」を「当

該死亡した日の属する年の前年」に改め、「とき」の次に

「。」を加え、同表中６の項を５の項とし、同条第１項中

第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ

繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

　⑵�　勤労所得者において、事業の休廃止、離職等、負
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傷又は疾病、労働基準法（昭和22年法律第49号）第

26条に規定する休業その他これらに類する事情が生

じた日又は減免の申請日の属する年の１月１日のい

ずれか遅い日（以下「減少基準日」という。）の属す

る年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金

額に比して著しく減少したことにより市民税の納付

が困難と認められる場合に、その減少割合及び減少

基準日の属する年の前年中の合計所得金額が次表の

区分に該当するとき（申請日の属する課税年度の賦

課期日の属する年の前年の合計所得金額が

3,000,000円を超えるときを除く。）は、当該区分で

定められた市民税を軽減し、又は免除する。この場

合において、減免する税額は、減免の申請日の属す

る年度において減少基準日以後に納期の末日の到来

する税額とする。

区分 減免額

減少割合が10分

の10のとき。

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円以

下であるとき。

全　　額

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円を

超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の７

減少割合が10分

の７以上10分の

10未満のとき。

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円以

下であるとき。

10分の７

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円を

超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の５

減少割合が10分

の５以上10分の

７未満のとき。

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円以

下であるとき。

10分の５

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円を

超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の３

減少割合が10分

の３以上10分の

５未満のとき。

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円以

下であるとき。

10分の３

減少基準日の属する年の前年中

の合計所得金額が2,000,000円を

超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の２

第８条第２項中「次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句」を「同号の表中「前年」とあるのは「前々年」」に改

め、同項の表及び同条第３項を削り、同条第４項中「第

３号」を「第４号」に改め、同項を同条第３項とする。

第８条の３第２項中「第８条第１項第１号の表中の

５」を「第８条第１項第２号」に、「この規定に該当しな

いこととなったときは」を「同号に規定する減少基準日

の属する年の合計所得金額が確定し、当該確定した合計

所得金額と前年中の合計所得金額を比した減少割合（以

下「確定減少割合」という。）が当該減免に係る減少割合

を下回ることとなった場合は、減免の申請日の属する年

度において減少基準日以後に納期の末日の到来する税額

について、同号の規定を適用して確定減少割合により算

出した減免額に基づき」に改める。

第８条の４第１項第５号中「４月１日から」を削り、

「までの間に第８条第１項第１号の表の事由に該当した」

を「に納期の末日の到来する税額について減免の適用を

受けようとする」に改め、同条第２項中「第８条第１項

第１号の表の事由に該当した」を「減免の適用を受けよ

うとする」に改める。

第８条の４の次に次の１条を加える。

第�８条の５　前条第１項第１号から第４号までのいずれ

かに該当する場合において、同条第２項に規定する提

出期限までに減免の申請があったときは、同条第１項

第１号から第４号までのいずれかに該当する事実の発

生した日に申請があったものとみなし、同日以後に納

期の末日の到来する税額について減免する。ただし、

これらの号に該当する事実の発生した日後に第８条第

１項第１号又は第２号に規定する事由に該当すること

となった場合において、これらの号の規定による申請

があったときは、当該事由に該当することとなった日

に申請があったものとみなし、同日以後に納期の末日

の到来する税額について減免する。

別表様式目次中

「

第２号様式 市民税・県民税税

額決定・納税通知

書

条例第11条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

第２号様式 市民税・県民税・

森林環境税税額決

定・納税通知書

条例第11条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、「第２条の３」を「第２条の２」に、

「

第34号様式 ⑴⑵ 過誤納金等還付

（充当）通知書

過誤納金還付

（充当）通知書

法第17条、

施行令第６

条の13第２

項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

第34号様式 ⑴⑵ 過誤納金等還付（充

当・委託納付・委

託納入）通知書

過誤納金還付（充

当・委託納付・委

託納入）通知書

法第17条、

施行令第６

条の13第２

項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、
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「

第40号様式 ⑴⑵ 給与所得等に係る

市民税・県民税特

別徴収税額決定・

変更通知書

条例第25条

の６

条例第25条

の８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

第40号様式 ⑴⑵ 給与所得等に係る

市民税・県民税・

森林環境税特別徴

収税額決定・変更

通知書

条例第25条

の６、条例

第25条の８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に、

「

第51号様式 市民税・県民税減

免申請書

条例第34条、

規則第８条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

第51号様式 市民税・県民税・

森林環境税減免申

請書

条例第34条、

規則第８条、

森林環境税

及び森林環

境譲与税に

関する法律

施行令（令

和４年政令

第300号）第

３条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別表第２号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�����」

に改め、「第41条」の次に「、第319条」を加え、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　��」

を

「

　　　　　　　　　　��」

に改め、「の充当額」の次に「又は委託納付額」を加え、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」
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に、

「

　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　�」

に、

「

　

　　　　　　　　　�」

を

「

　

　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

別表第３号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　�」

に、

「

　

　　　　　　　　　�」

を

「

　

　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

別表第４号様式中
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　�」

に、

「

　

　　　　　　　　　�」

を

「

　

　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

別表第５号様式⑴を次のように改める。
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第
５
号
様
式
⑴
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別表第８号様式を次のように改める。

第
８
号
様
式
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別表第11号様式⑴及び第11号様式⑵を次のように改める。

第
11
号
様
式
⑴
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第
11
号
様
式
⑵
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別表第11号様式⑶（表）中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����」

に、

「

　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　

　　　　　　　　　�」

を

「

　

　　　　　　　　　�」

に改める。

別表第34号様式⑴中「市税過誤納金等還付（充当）通

知書」を「過誤納金等還付（充当・委託納付・委託納入）

通知書」に、「充当）し」を「充当又は委託納付・委託納

入）し」に、

「

　　　　　　　　　　��」

を

「

　　　　　　　　　　��」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

別表第34号様式⑵中「市税過誤納金還付（充当）通知

書」を「過誤納金還付（充当・委託納付・委託納入）通知

書」に、「充当）し」を「充当又は委託納付・委託納入）

し」に、

「

　����」

を

「

　����」
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に、

「

　　　　　　　　　　��」

を

「

　　　　　　　　　　��」

に改める。

　別表第35号様式を次のように改める。

第35号様式

別表第37号様式⑴中

「

　　　�����　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�����」

に改める。

別表第37号様式⑵中「市税納税証明書」を「納税証明

書」に改め、同様式備考第２項中「県民税」の次に「並び

に森林環境税」を加える。

別表第37号様式⑶を次のように改める。
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第37号様式⑶
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別表第37号様式⑷中「市税納税証明書」を「納税証明書」に、「法人名」を「名称」に改める。

別表第37号様式⑸を次のように改める。
第
37
号
様
式
⑸
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別表第40号様式⑴中「年度　給与所得等に係る市民

税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書　(特別

徴収義務者用)」を「年度　給与所得等に係る市民税・県

民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書　

(特別徴収義務者用)」に改め、「第41条」の次に「、第319

条」を加え、「県民税の」を「県民税・森林環境税の」に

改める。

別表第40号様式⑵中「年度　給与所得等に係る市民

税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書�（納税義

務者用）」を「年度　給与所得等に係る市民税・県民税・

森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書�（納税義

務者用）」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改め、「第41条」の次に「、第319条」を加える。

別表第51号様式中「年度市民税・県民税減免申請書」

を「年度市民税・県民税・森林環境税減免申請書」に、

「第34条の規定により市民税及び県民税の」を「第34条及

び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の

規定により、次のとおり」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改め、同様式注第１項中「納期限」の次に「（森林環境

税については、給与又は公的年金等から特別徴収されて

いる場合には、その給与又は年金等の支払日）」を加え、

同様式注第２項中「理由欄」を「申請の理由欄」に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正後の規則第８条、第８条の３第２項、第８条の

４第１項第５号及び第２項並びに第８条の５の規定並

びに別表第２号様式、第８号様式、第11号様式⑴、第

11号様式⑵、第34号様式⑴、第34号様式⑵、第35号様

式、第37号様式⑴から第37号様式⑸まで、第40号様式

⑴、第40号様式⑵及び第51号様式は、令和６年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。

３�　改正前の規則の規定により調製した帳票（別表第８

号様式、第35号様式及び第51号様式に限る。）で現に残

存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正

した上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第18号

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人の基準等

に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れ

る特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則

（平成24年川崎市規則第65号）の一部を次のように改正す

る。

第15条第１項中「経過する」を「経過するごとの」に改

める。

第17条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、
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第１項の次に次の１項を加える。

２�　前項の規定にかかわらず、条例第10条第２項の規定

による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活

動法人が認定特定非営利活動法人である場合は、前項

各号に掲げる事項を記載した他の書類によることがで

きる。

第21条第１項第１号中「磁気ディスク（これに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物を含む」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記

録媒体をいう」に改め、同項第２号及び同条第２項中「磁

気ディスク」を「電磁的記録媒体」に改める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、

第15条第１項及び第21条の改正規定は、公布の日から施

行する。

　　　───────────────────

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第19号

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条

例施行規則の一部を改正する規則

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則

（平成21年川崎市規則第90号）の一部を次のように改正す

る。

第33条を第47条とし、第32条を第46条とする。

第31条中「第41条第１項」を「第43条第１項」に改め、

同条を第45条とする。

第30条中「第39条第２項」を「第41条第２項」に、「第

12号様式」を「第17号様式」に改め、同条を第44条とする。

第29条中「第29条」を「第31条」に改め、同条を第43条

とする。

第28条中「第28条」を「第30条」に、「建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物省エネ

法」に改め、同条を第42条とする。

第27条中「第25条第３項」を「第27条第３項」に改め、

同条を第41条とする。

第26条中「第25条第１項」を「第27条第１項」に改め、

同条第１号中「出力」の次に「の合計」を加え、同条を第

40条とする。

第25条中「第25条第１項」を「第27条第１項」に改め、

同条第１号を次のように改める。

　⑴�　建築主が建築事業者である場合

第25条を第39条とする。

第24条中「第25条第１項」を「第27条第１項」に改め、

「（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改

築に係る部分の床面積。以下同じ。）」を削り、「（床面積

の合計が2,000平方メートル以上の建築物をいう。）及び

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平

成27年法律第53号）」を「及び建築物省エネ法」に改め、

同条を第38条とする。

第23条の次に次の14条を加える。

（条例第25条第１項の規則で定める場合）

第�24条　条例第25条第１項の規則で定める場合は、当該

特定建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成27年法律第53号。以下「建築物省エ

ネ法」という。）第18条第２号に該当する建築物又は市

長が特別の事情があると認める建築物である場合とす

る。

（特定建築物への太陽光発電設備等の設置基準）

第�25条　条例第25条第１項の規則で定める基準は、太陽

光発電設備の定格出力の合計が、当該特定建築物の建

築面積（増築又は改築をする場合にあっては、当該増

築又は改築に係る部分の建築面積。以下この項及び次

項において同じ。）に0.05を乗じて得た面積に１平方

メートル当たり0.15キロワットを乗じて得た出力（当

該出力が、次の表の左欄に掲げる特定建築物の区分に

応じ、同表の中欄に掲げる出力に満たない場合にあっ

ては当該中欄に掲げる出力、同表の右欄に掲げる出力

を超える場合にあっては当該右欄に掲げる出力。以下

この項及び第12号様式から第14号様式までにおいて

「設置基準量」という。）以上であることとする。

特定建築物の区分
設置基準量の

下限

設置基準量の

上限

床面積（増築又は改築をする場合

にあっては、当該増築又は改築に

係る部分の床面積。以下同じ。）

の２分の１以上を工場等（建築物

エネルギー消費性能基準等を定め

る省令（平成28年経済産業省・国

土交通省令第１号）第10条第１号

に規定する工場等をいう。）の用

途に供する特定建築物（以下この

欄において「工場等特定建築物」

という。）であって、床面積の合計

が2,000平方メートル以上5,000平

方メートル未満であるもの

６キロワット 18キロワット

工場等特定建築物であって、床面

積の合計が5,000平方メートル以

上10,000平方メートル未満である

もの

12キロワット 36キロワット

工場等特定建築物であって、床面

積の合計が10,000平方メートル以

上であるもの

24キロワット 45キロワット

工場等特定建築物以外の特定建

築物であって、床面積の合計が

2,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満であるもの

３キロワット ９キロワット

工場等特定建築物以外の特定建

築物であって、床面積の合計が

5,000平方メートル以上10,000平

方メートル未満であるもの

６キロワット 18キロワット
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工場等特定建築物以外の特定建築

物であって、床面積の合計が10,000

平方メートル以上であるもの

12キロワット 36キロワット

２�　当該特定建築物の建築面積から次の各号のいずれか

に該当する屋上の部分であって、太陽光発電設備を設

置することが困難であると市長が認める部分の面積を

減じて得た面積（以下「太陽光発電設備設置可能面

積」という。）が、当該建築面積に0.05を乗じて得た面

積に満たない場合における前項の規定の適用について

は、同項中「当該特定建築物の建築面積（増築又は改

築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部

分の建築面積。以下この項及び次項において同じ。）に

0.05を乗じて得た面積」とあるのは、「次項に規定する

太陽光発電設備設置可能面積」とする。

　⑴�　ヘリコプターの緊急離着陸場等を設置する部分

　⑵�　法令、条例等により緑化する部分

　⑶�　定格出力が３キロワット以上の太陽光発電設備を

設置するために必要な広さを有しない部分

　⑷�　太陽光発電設備を設置することにより当該特定建

築物の設備の機能及び維持管理に支障が生じる部分

　⑸�　日影により太陽光発電設備による効率的な発電に

支障が生じる部分

　⑹�　その他市長が必要と認める部分

３�　特定建築主が当該特定建築物又はその敷地に次の各

号に掲げる設備を設置する場合には、当該各号に定め

る出力を合計した量の定格出力の太陽光発電設備を当

該特定建築物又はその敷地に設置するものとみなし

て、前２項の規定を適用する。

　⑴�　風力発電設備　当該設備の年間発電電力量1,000

キロワット時当たり１キロワット

　⑵�　地中熱を利用する熱供給設備　当該設備の年間熱

供給量3,600メガジュール当たり１キロワット

　⑶�　太陽熱を利用する熱供給設備　当該設備の年間熱

供給量3,600メガジュール当たり１キロワット

　⑷�　バイオマスを利用する発電設備　当該設備の年間

発電電力量1,000キロワット時当たり１キロワット

　⑸�　バイオマスを利用する熱供給設備　当該設備の年

間熱供給量3,600メガジュール当たり１キロワット

　⑹�　その他市長が適当と認める再生可能エネルギー源

を利用する設備　市長が適当と認める出力

�（特定建築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措

置）

第�26条　条例第25条第２項の規則で定める措置は、次に

掲げる措置であって、同条第１項の規定による特定建

築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置として

市長が適当と認めるものとする。

　⑴�　当該特定建築物及びその敷地以外の場所に太陽光

発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発電

される電気（非化石証書等により証されるその発電

に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるとい

う価値（以下この項において「環境価値」という。）

を有するものに限る。）又は当該発電される電気が有

する環境価値を当該特定建築物及びその敷地で利用

するために必要な措置

　⑵�　市内において新築等をした又は所有する建築物

（当該特定建築物を除く。）若しくはその敷地に太陽

光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発

生される電気又は熱を当該建築物及びその敷地で利

用するために必要な措置

　⑶�　当該特定建築物が特定開発事業（条例第19条第２

項の規定により開発事業地球温暖化対策等計画書を

提出した事業者の当該開発事業地球温暖化対策等計

画書に係る事業を含む。以下この号及び第33条第１

項第２号イにおいて同じ。）の予定建築物である場合

において、当該特定開発事業を行う土地の区域（当

該特定建築物及びその敷地を除く。）に太陽光発電

設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発生され

る電気又は熱を当該区域で利用するために必要な措

置

　⑷�　当該特定建築物又はその敷地に太陽光発電設備等

を設置することが困難であると市長が認める場合に

おいて、環境価値を当該特定建築物及びその敷地で

利用するために必要な措置

　⑸�　その他当該特定建築物及びその敷地における脱炭

素エネルギー源の利用に係る措置

２�　条例第25条第２項の規則で定める出力の量は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める出

力を合計した量の定格出力とする。

　⑴�　前項第１号の措置として、太陽光発電設備又は前

条第３項第１号若しくは第４号に掲げる設備を設置

する場合　当該設備の年間発電電力量（当該設備が

設置される発電所内で消費される電力の量を除く。）

1,000キロワット時当たり１キロワット

　⑵�　前項第２号又は第３号の措置として、太陽光発電設

備を設置する場合　当該太陽光発電設備の定格出力

　⑶�　前項第２号又は第３号の措置として、前条第３項

各号に掲げる設備を設置する場合　同項各号に掲げ

る設備の区分に応じ、当該各号に定める出力

　⑷�　前項第４号又は第５号に規定する措置を講ずる場

合　条例第25条第１項の規定による特定建築物への

太陽光発電設備等の設置に代わる措置として市長が

適当と認める出力

（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の提出等）

第�27条　条例第25条第４項の規定による提出は、付近見

取図その他市長が必要と認める資料を添付し、特定建

築物太陽光発電設備等設置計画書（第12号様式）によ
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り、当該特定建築物の新築等に係る建築基準法（昭和

25年法律第201号）第６条第１項若しくは第６条の２第

１項に規定する確認の申請又は同法第18条第２項に規

定する計画の通知をしようとする日の21日前までに行

わなければならない。

２�　特定建築主は、条例第25条第１項に規定する規則で

定める場合には、当該特定建築物について同条第４項

の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書

を作成し、提出することを要しない。

（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の記載事項）

第�28条　条例第25条第４項第６号の規則で定める事項

は、同条第２項の措置の内容その他当該措置に関し市

長が必要と認める事項とする。

２�　条例第25条第４項第７号の規則で定める事項は、連

絡担当者の氏名及び連絡先その他市長が必要と認める

事項とする。

�（特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の変更の届

出）

第�29条　条例第25条第５項及び第６項の規定による届出

は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物太

陽光発電設備等設置計画書変更届出書（第13号様式）

により行うものとする。

２�　条例第25条第５項の規定による変更の届出は、当該

変更の日の翌日から起算して30日以内に行うものとす

る。

３�　条例第25条第５項の規則で定める軽微な変更は、住

居表示の実施に伴う特定建築主の住所若しくは主たる

事務所若しくは事業所の所在地又は特定建築物の所在

地の表示の変更その他市長が軽微な変更と認めたもの

とする。

４�　条例第25条第６項の規定による変更の届出は、当該

変更に係る工事に着手しようとする日の15日前までに

行うものとする。

５�　条例第25条第６項の規則で定める軽微な変更は、同

条第４項第３号に掲げる事項の変更（同項第４号から

第６号までに掲げる事項その他市長が必要と認める事

項の変更を伴うものを除く。）その他市長が軽微な変更

と認めたものとする。

（特定建築物の新築等に係る工事の完了等の届出）

第�30条　条例第25条第７項の規定による工事の完了の届

出は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物

工事完了届出書（第14号様式）により行うものとする。

２�　条例第25条第７項の規定による工事の中止の届出

は、特定建築物工事中止届出書（第15号様式）により

行うものとする。

（公表する事項）

第�31条　条例第25条第８項の規則で定める事項は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事

項その他市長が必要と認める事項とする。

　⑴�　条例第25条第４項の規定により特定建築物太陽光

発電設備等設置計画書が提出された場合　特定建築

物太陽光発電設備等設置計画書（第１面を除く。）に

記載された事項

　⑵�　条例第25条第５項又は第６項の規定により特定建

築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書が提出

された場合　特定建築物太陽光発電設備等設置計画

書変更届出書（第１面を除く。）に記載された事項

　⑶�　条例第25条第７項の規定により特定建築物工事完

了届出書が提出された場合　特定建築物工事完了届

出書（第１面を除く。）に記載された事項

　⑷�　条例第25条第７項の規定により特定建築物工事中

止届出書が提出された場合　中止の日その他市長が

必要と認める事項

（中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置基準）

第�32条　条例第26条第１項に規定する規則で定める値

は、5,000平方メートルとする。ただし、特定建築事

業者が市内において新たに建設し、又は新築する中小

規模特定建築物（１年間（４月１日から翌年３月31日

までの１年間をいう。第34条において同じ。）に建築基

準法第６条第１項、第６条の２第１項又は第18条第３

項の規定による確認済証（建築物の計画の変更に係る

ものを除く。第34条において同じ。）の交付を受けたも

のに限る。次項において同じ。）に次に掲げる建築物

（以下「適用除外建築物」という。）が含まれる場合は、

5,000平方メートルに当該適用除外建築物の床面積の

合計を加えた値とする。

　⑴�　建築物省エネ法第18条第１号又は第２号に該当す

る建築物

　⑵�　床面積の合計が10平方メートル以下の建築物

　⑶�　その他市長が特別の事情があると認める建築物

２�　条例第26条第１項に規定する規則で定める量（第37

条第２号及び第16号様式において「設置基準量」とい

う。）は、特定建築事業者が市内において新たに建設

し、又は新築する中小規模特定建築物（適用除外建築

物を除く。）の数（ただし、次に掲げる建築物に該当す

る中小規模特定建築物の数を除くことができる。）に算

定基準率0.7を乗じて得た値に２キロワットを乗じて

得た量の定格出力とする。

　⑴�　建築面積が20平方メートル未満の建築物

　⑵�　屋根のうち、真方位90度以上270度以下の方向に

面する部分及び水平な部分から市長が太陽光発電設

備の設置に支障があると認める部分を除いた部分の

水平投影面積の合計が20平方メートル未満の建築物

その他太陽光発電設備を設置することが困難である

と市長が認める建築物

�（中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代
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わる措置）

第�33条　条例第26条第２項に規定する規則で定める措置

は、次に掲げるものとする。

　⑴�　当該中小規模特定建築物又はその敷地における次

に掲げる設備の設置

　　ア�　地中熱を利用する熱供給設備

　　イ�　太陽熱を利用する熱供給設備

　　ウ�　その他市長が適当と認める再生可能エネルギー

源を利用するための設備

　⑵�　前号に掲げるもののほか、次に掲げる措置であっ

て、中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置

に代わる措置として市長が適当と認めるもの

　　ア�　当該中小規模特定建築物及びその敷地以外の市

内の建築物（特定建築物を除く。）又はその敷地に

太陽光発電設備又は前号アからウまでに掲げる設

備を設置し、当該設備で発生される電気又は熱を

当該建築物及びその敷地で利用するために必要な

措置

　　イ�　特定開発事業の予定建築物として当該中小規模

特定建築物の新築等をしようとする場合におい

て、当該特定開発事業の区域に太陽光発電設備又

は前号アからウまでに掲げる設備を設置し、当該

設備で発生される電気又は熱を当該区域で利用す

るために必要な措置

　　ウ�　その他脱炭素エネルギー源の利用を促進するた

めの措置

２�　条例第26条第２項に規定する規則で定める出力の量

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号

に定める出力を合計した量の定格出力とする。

　⑴�　前項第１号に掲げる措置として同号ア又はイに掲

げる設備を設置する場合　当該設備の年間熱供給量

3,600メガジュール当たり１キロワット又は当該設

備を設置した中小規模特定建築物及びその敷地１件

当たり２キロワット

　⑵�　前項第１号に掲げる措置として同号ウに掲げる設

備を設置する場合又は同項第２号に掲げる措置（同

号ウに掲げる措置を除く。次号において同じ。）とし

て第25条第３項各号に掲げる設備を設置する場合　

同項各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定

める出力

　⑶�　前項第２号に掲げる措置として、太陽光発電設備

を設置する場合　当該太陽光発電設備の定格出力

　⑷�　前項第２号に掲げる措置（同号ウに掲げる措置に

限る。）を講ずる場合　条例第26条第１項の規定によ

る中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に

代わる措置として市長が適当と認める出力

�（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作

成等）

第�34条　条例第26条第４項の規定による作成は、市内に

おいて新たに建設し、又は新築しようとした中小規模

特定建築物（１年間に確認済証が交付されたものに限

る。次条において同じ。）及びその敷地について行うと

ともに、同項の規定による提出は、市長が必要と認め

る資料を添付し、中小規模特定建築物太陽光発電設備

設置報告書（第16号様式）により、１年間の末日の属

する年度の翌年度の９月末までに行わなければならな

い。

�（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の記

載事項）

第�35条　条例第26条第４項第４号の規則で定める事項

は、同条第２項の規定による措置の内容その他市長が

必要と認める事項とする。

２�　条例第26条第４項第５号の規則で定める事項は、市

内において新たに建設し、又は新築しようとした中小

規模特定建築物の数その他市長が必要と認める事項と

する。

�（特定建築事業者以外の建築事業者による中小規模特

定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成等）

第�36条　前２条の規定は、条例第26条第５項の規定によ

る建築事業者（特定建築事業者を除く。）による中小規

模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成及び提

出について準用する。

�（中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の概

要の公表）

第�37条　条例第26条第７項の規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。

　⑴�　条例第26条第４項第１号に掲げる事項

　⑵�　設置基準量に対する設置する太陽光発電設備等の

出力の合計の比率

　⑶�　太陽光発電設備の設置基準に対する適合状況

　⑷�　その他市長が必要と認める事項

　附則に次の２項を加える。

�（条例第25条第１項に規定する太陽光発電設備等の設

置を要しない場合の特例）

５�　条例第25条第１項の規則で定める場合は、第24条に

規定する場合のほか、特定建築主が令和７年３月31日

までに当該特定建築物について次に掲げる申請その他

の行為を行う場合とする。

　⑴�　建築基準法第59条の２第１項の規定による許可の

申請

　⑵�　環境影響評価法（平成９年法津第81号）第６条第

１項の規定による送付又は川崎市環境影響評価に関

する条例第８条（同条例第８条の10第２項において

準用する場合及び同条例第74条の規定により同条例

に準じた環境影響評価等を行う場合を含む。）の規

定による提出若しくは同条例第９条第１項（同条例
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第74条において準用する場合を含む。）の規定による

届出

　⑶�　川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る

紛争の調整等に関する条例（平成７年川崎市条例第

48号）第９条第１項の規定による設置

　⑷�　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第

127条の４第１項の規定による提出

　⑸�　川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条

例（平成15年川崎市条例第29号）第10条第１項の規

定による提出

　⑹�　都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細

則（昭和47年川崎市規則第76号）第２条第２項（同条

第３項において都市計画法第34条の２第１項の規定

による協議について準用する場合を含む。）の規定に

よる申請

�（条例第25条第４項に規定する特定建築物太陽光発電

設備等設置計画書の作成等を要しない場合の特例）

６�　特定建築主は、第27条第２項に規定する場合のほか、

令和７年３月31日までに当該特定建築物について前項

各号に掲げる申請その他の行為を行う場合には、当該

特定建築物について条例第25条第４項の規定により特

定建築物太陽光発電設備等設置計画書を作成し、提出

することを要しない。

第12号様式（表）中「第39条第１項」を「第41条第１

項」に改め、同様式（裏）中「第39条」を「第41条」に、

「及び第25条第１項」を「、計画書提出特定建築主、第

26条第４項（同条第６項において準用する場合を含

む。）の規定により中小規模特定建築物太陽光発電設

備設置報告書を提出した者及び第27条第１項」に改め、

同様式を第17号様式とする。

第11号様式の次に次の５様式を加える。
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